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報告事項（1）

平成30年度千葉市中学校生徒会交流会について

学校教育部教育指導課

1 目的 市内各中学校において、 1年間活動してきた生徒会の成果と課題についての情報

交換や、今後の生徒会活動のあり方についての話し合いを通して、より一層の交流

を深めるとともに、生徒会活動を充実・発展させるための機会とする。

2 日時 平成30年6月26日（火） 14：00～16：00

3場所 千葉市教育センター

4参加者各中学校生徒会役員各校1名

引率職員各校1名

計55名参加

計55名参加

5 内容

（1）開会行事

・教育委員会挨拶

・市長挨拶，

（2）グループ協議

①アンケートの集計結果から

②1年間の活動の成果と課題

【話し合われた内容】

グループ協議は、生徒と教師が一緒に

ディスカッションする場も設定する。

・昨年度行われた区ごとの生徒会情報交換会以降、各校が取り組んだ新たな活動

．この1年で取り組んだ生徒会活性化に向けた様々な取組み

（意見箱や生徒会だよりの工夫、全校評議会を含めた委員会活動の工夫と改善）

・次期生徒会役員に引き継ぎたいこと

（3）閉会行事

， ．参加した生徒の感想

・講評

6事後の取組み

（1）今年度中に、各中学校の生徒会活動を記入した「千葉市中学校生徒会交流会を終えて」を

Cabinetに掲載し、他校の取組みを参考にできるようにする。

（2）・ 11月に「区ごとの生徒会情報交換会」を実施する。
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報告事項（2）

平成30年度千葉市小・中学校新教育課程説明会について
！

学校教育部教育指導課

1 目的

学習指導要領の趣旨等の理解を深めると_ともに､学習指導要領の円滑な実施に向けて

教育課程の実施上の諸問題を研究協議し、その解明を図り、小・中・特別支援学校教育

の改善及び充実を図る°

本会のテーマ

「生きる力」を育む教育課程の工夫・改善

～子供たちの質の高い学びの実現に向けて～

2

期日及び日程

平成30年8月7日

平成30年8月8日

○日程

3

ｊ
ｊ

火
水

ｌ
く

※小学校の教諭と管理職を対象に実施

※中学校の教諭と管理職を対象に実施

参加者

千葉市立小・中・特別支援学校教職員

小学校960人中学校765人

4

場
会
会

体

会
全
部

5

千葉市民会館

千葉市内各会場（※）

3

全体会受付 9：15～9：40

全体会 9：40～12：00

昼食・移動 12：00～13：30

部会受付 13：45～14：00

部 会 14：00～16 ： 30



6説明会の内容

（1）全体会

○主催者挨拶（学校教育部長）

○趣旨説明（教育指導課長）

○全体提案全体提案

【小学校】

①「主体的な学習を通して、気付き．考えを深める学びの創造」

～かかわりを大切にした生活科、社会科の実践を通して～

千葉市立美浜打瀬小学校 教諭井上 誠

教諭五十嵐健一

②「主体的に考え、心豊かに生きる子供の育成」

～道徳における協同的な学びの場を通して～

千葉市立園生小学校 教諭鈴木陽介

【千葉市教育センター】 ‘
「千葉市学力状況調査の調査結果を踏まえた授業改善」

主任指導主事佐藤隆弘

【中学校】

①「『豊かな人間性』を育む教育活動の創造」

～学ぶ喜びを体感させる学習指導とキャリア教育の推進～

千葉市立椿森中学校 教諭栗原尊紀

②「よりよい生き方を求めて、主体的に行動できる道徳的実践力の育成」

千葉市立大椎中学校 教諭神山和美

【教育指導課】

「主体的･対話的で深い学びの実現に向けた道徳科･道徳教育について」

指導主事岡村 忍
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（2）部会

教科等の新教育課程の説明等教育指導課・教育支援課・保健体育課担当指導主事

※平成30年度分科会会場

5

小学校【8月7日 （火） 】 中学校【8月8日（水）】

教育課程一般 千葉市民会館大ホール、 千葉市民会館大ホール

国語 千葉市民会館4階会議室l ･2 千葉市民会館 ‘4階会議室l･2
､

社会 千葉市文化センター9階会議室2．3．4 千葉市文化センター9階会議室2．3．4

算数･数学 千葉市民会館3階特別会議室2 千葉市民会館3階特別会議室2

理科 千葉市民会館4階会議室3．4 千葉市民会館4階会議室3．4

生活 教育センター4－1

音楽 千葉市民会館小ホール 千葉市民会館小ホール

図画工作、美術 千葉市美術館 1l階講堂

』

千葉市美術館 11階講堂
』

体育､保健体育 新宿公民館講堂1．2 新宿公民館講堂1．2

家庭 消費生活センター研修講義室
」

消費生活センター研修講義室
一

技術 一一一一 千葉市民会館3階会議室5

道徳 ポートサイドタワー 12階会議室 ポートサイドタワー 12階会議室
4 。

外国語活動･外国語 中央区役所4階会議室1．2 ．3 中央区役所4階会議室1．2．3

総合的な学習の

時間
生涯学習センター 3階大研修室 生涯学習センター3階大研修室

特別活動 稲毛区役所大会議室 稲毛区役所大会議室

特別支援教育 千葉市役所8階正庁 千葉市役所8階正庁

全体会 千葉市民会館大ホール 千葉市民会館大ホール

控え室・本部 千葉市民会館4階特別会議室1 千葉市民会館4階特別会議室1

控え室・指導主事 千葉市民会館3階会議室7 千葉市民会館3階会議室7
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報告事項（3）

平成30年度「子ども議会」について

学校教育部教育指導課

1 目的

○本市で生活している子どもたちの目線に立った意見を市政に生かすようにする。

○本市の将来を担う子どもたちが、千葉市の現状と課題について話し合い、 「市民一人一人

がいきいきと幸せに暮らせるまちづくり」に向けた具体的な提案・質問を行う中で、千葉市
民としての意識を高められるようにする。

2 日時 平成30年7月27日（金） 9：00～12：00

3会場 千葉市議会本会議場

4 出席者

（1）子ども議会議員51人（公募による市内小学生5

ファシリテータ役市内中学生17人

（2）市政担当者

市長、鈴木副市長、服部副市長

こども未来局長

教育長、教育次長

（3）市議会議員

千葉市議会議長、副議長

教育末来委員長、教育未来副委員長

6年生）

5傍聴者

（1）子ども議会議員の保護者、一般傍聴者 119人

（2）教育委員会及び学校関係者 9人

（3）千葉市議会議員（傍聴者） 2人

6 当日の日程

（1）千葉市議会議長挨拶

（2）子ども議会議長、議会運営委員紹介

（3）議会運営委員代表挨拶

（4）開会宣言

（5）出席者紹介、 日程説明

（6） 「みんなが住み続けたい千葉市をめざして」

【子ども議会議員による提案・質問および答弁】

※子ども議会議員がテーマごとに5グループに分かれて提案・質問を行い、市長・
副市長・教育長の答弁がありました。

市長講評

閉会宣言

ｊ
ｊ

７
８

く
く
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7 グループの提案・質問の内容と答弁者

8

グループ 提案・質問の内容 答弁者

①みんなが楽しめる

魅力ある公園にし

ていこう

･千葉市にある自然豊かで遊具も整備された公園を紹介す

る取組みについて

･世界の特色を紹介できる公園の建設について

･公園整備のため、子供の企画により資金を集める取組み

について

市長

服部副市長

②_壬葉市の伝統と文

化を広めていこう

｢千葉常胤生誕900年を記念」

･イラスヒを発案し、身近なものにプ'1ン卜したり、スタ

ンプラリーをしたりする取組みについて

･千葉氏の家紋をプリントしたクッキーづくりについて

市長一一_‐

鈴木副市長

③環境のことを考え

たまちにしていこ
－

つ

･千葉市にある自然豊かな公園をもっと知ってもらうため

に公園MAPの作成について

｢ごみのない千葉市にするため」

･千葉市のキャラクター型のゴミ箱設置ついて

･千葉市一斉ごみゼロ運動について
、

市長

服部副市長

④外国人観光客が、

快滴に過ごせるま

ちにしていこう

･QRコードを活用して、電車の切符の買い方や箸の使い

方を紹介する取組みについて

､東京オリンピック・パラリンピックで、外国人を迎える

にあたり、 「子どもボランティア」の提案について

市長

鈴木副市長

⑤地域の人とともに

居心地のよい学校

にしていこう

｢地域の人と子どもたちの信頼関係を深めるため」

･千葉名産のサツマイモの調理を地域の人と行ったり、子

供、地域の人の特技を披露し合ったりする会の開催につ

いて

･地域の方から学んだり、地域の方が学んだりすることが

できる学校について

･地域の方と給食を食べる「ふれあい給食」について

教育長



報告事項（4）

一

一千葉市運動部活動ガイドライン

平成30年7月

千葉市教育委員会学校教育部

保健体育課
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1 ガイドライン策定の趣旨

部活動は、スポーツや文化、科学等など、生徒が自分の興味・関心に応じて自主

的・自発的に活動する中で、学習意欲の向上や責任感、連帯感の酒養、互いに協力

し合って友情を深めるなど好ましい人間関係の形成等に資するものである。

しかしながら、全国体力・運動能力、運動習慣等調査によると、千葉市の運動部

活動の時間は、全国の平均に比べて長い時間となっており、生徒は十分な休養が取

れていない状況にある。スポーツ医・科学の観点から、生徒が行き過ぎたスポーツ

ーーー活動を行うことは､スポー以外傷･障害やバーZアウトのリスクが高まり､_体力_L

運動能力の向上につながらない（公益財団法人日本体育協会） と指摘されている。

このような中、平成30年3月に、スポーツ庁より 「運動部活動の在り方に関す

る総合的なガイドライン」が策定されたことから、本市においても国のガイドライ

ンに則り、運動部活動の活動時間及び休養日の設定、その他適切な運動部活動の取

組に関する「運動部活動の在り方に関する方針」を策定し、バランスのとれた心身

の成長を促し、充実した学校生活を送ることができるようにするとともに、生涯に

わたって心身の健康を保持増進し、豊かなスポーツライフを実現するための資質・
能力の育成を図る。

2運動部活動の学校教育における位置付け及び意義

（1）学校教育における位置付け

運動部活動は学校教育の一環として、スポーツに興味・関心のある同好の生徒

の、 自主的・自発的な参加により行われ、運動部顧問の指導の下、より高い水準

の技能や記録に挑戦する中で、スポーツの楽しさや喜びを味わい、豊かな学校生

活を実現させる役割を果たしていると考えられる。

（2）運動部活動の意義

○スポーツの楽しさや喜びを味わい、生涯にわたって豊かなスポーツライフを

継続する資質や能力を育てる。

○体力の向上や健康の増進につながる。

○保健体育科等の教育課程内の指導で身に付けたものを発展、充実させたり、

活用させたりするとともに、運動部活動の成果を学校の教育活動全体で生かす

機会となる。

○自主性、協調性、責任感、連帯感などを育成する。

○自己の力の確認、努力による達成感、充実感をもたらす。

○互いに競い、励まし、協力する中で友情を深めるとともに、学級や学年を離

れて仲間や指導者と密接に触れ合うことにより学級内とは異なる人間関係の

形成につながる。

１
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このように、運動部活動は、各学校の教育課程での取組とあいまって、学校

教育が目指す生きる力の育成を実現させる役割を果たしていると考えられる。

また、大会等で勝つことのみを重視し過重な練習を強いることがないようにす

ること、健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育むためのバランスの取れた

運営と指導が求められている。

さらに、体育・健康に関する指導は、学校の教育活動全体を通じて行われる

ものであり、運動部活動もそのうちのひとつである。運動部活動について、学

校は､学校教育目標の具現化を図るため、全職員の共通理解･協力体制のもと、

次の点に配慮した運営にあたることが重要である。

○職員会議等において、全職員が運動部活動の意義を理解するとともに、情報

を共有し、学級担任と顧問や指導者、また、顧問同士が相互に理解・支援し合

うなど、組織的に取り組むことが大切である。

○部活動を通した生徒理解に努めるとともに、発達段階に応じて、能力や適性

を見極め、その都度、健康状態を確認した上で、個に応じた指導を心がけるこ

とが大切である。

○保護者や関係団体等との連携を図りながら部活動を活性化させるとともに、

外部指導者や部活動指導員の積極的な活用等を通じて、地域に信頼される学校

づくりを進めることが大切である。

運動部活動の在り方に関する方針

）本方針の扱い

本ガイドラインは､義務教育である中学校段階(特別支援学校中学部を含む｡）

を主な対象とする。

なお、本ガイドラインの基本的な考え方は、学校の種類に関わらず該当するも

のであることから、高等学校段階の運動部活動についても本ガイドラインを原則

として適用する。その際、中学校教育の基礎の上に、各学校の教育目標や教育課

程における特色等に応じた多様な教育が行われている点に留意する。

3

(1）

（2）適切な運営のための体制整備

ア方針の策定

校長は、本ガイドラインに則り、毎年度、「学校の運動部活動に係る活動方

針」を策定し、年度始めに、部活動保護者会等で周知する。また、運動部活動

顧問が作成した、年間の活動計画（活動日、休養日及び参加予定大会日程等）

並びに、毎月の活動計画及び活動実績（活動日時・場所、休養日及び大会参加

日等）のうち、活動計画を学校の活動方針とともに公表する。

２
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イ指導体制の構築

教育委員会は､各学校の実態に応じて部活動指導員(※1）を積極的に任用し、

学校に配置する。部活動指導員については、原則として、部はあるが専門的な

指導のできる顧問がいない部や部活動を担当する顧問の指導経験が浅い部等に

配置できるよう努めるものとする。（同一校に最長3年）

また､指導するスポーツや文化活動等に係る専門的な知識･技能のみならず、

学校教育に関する十分な理解を有する者とするとともに、部活動指導員の職務

能力向上のための研修を実施する。

校長は、毎月の活動計画及び活動実績の確認等により、各運動部の活動内容

を把握し、生徒が安全にスポーツ活動を行うことができるようにするとともに、

各種通知(※2）を踏まえ、教員の勤務時間管理等を行いながら、教員の負担が

過度とならないよう、適宜、指導・是正を行う。

（3）効果的な活動の推進 、

ア適切な指導

運動部顧問は、スポーツ医・科学の見地からトレーニング効果を高めるため

には、休養を適切に取ることが必要であること、また、過度の練習がスポーツ

障害や外傷のリスクを高めてしまうこと等を正しく理解するとともに、生涯に

わたってスポーツに親しむ基礎を培うことができるよう、生徒とのコミュニケ

ーションを十分に図り、生徒がバーンアウトすることなく活動を続けていける

よう留意する。また、部活動の意義を十分に理解させながら、生徒の自主的な

活動を支えていく活動となるよう配盧する。

技能や記録の向上等それぞれの目標を達成できるよう、競技種目の特性等を

踏まえた科学的トレーニングの積極的な導入等により、休養を適切に取りつつ、

短時間で効果が得られる指導を行う。また、発達の個人差や女子の成長期にお

ける体と心の状態等に関する正しい知識を得た上で指導を行う。

イ体罰の根絶等

過度な練習や行き過ぎた指導に陥ることのないよう、 日頃から十分注意する

とともに、言葉の暴力を含む体罰の根絶を徹底する。また、パワーハラスメン

トやセクシャルハラスメントによって生徒の人格や尊厳を不当に傷つけること

がないよう併せて配慮する。 ‘

※1 部活動指導員は、校長の監督を受け、平日及び土日の校内における実技指導、土日の大会・練
習試合の実技指導等を行う。校長は、部活動指導員に部活動の顧問を命じることができる。

※2 (1) 「学校における働き方改革に関する緊急対策」平成29年12月26日文部科学大臣決定
（2） 「学校における働き方改革に関する緊急対策の策定並びに学校における業務改善及び勤

務時間管理等に係る取組の徹底について」平成30年2月9日付け29文科初第1437号
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(4））適切な休養日等の設定

ア適切な活動時間等

運動部活動は、体力や技能の向上を図る目的以外にも、生徒の多様な学びの

場として、教育的意義が大きいものであるが、適切な休養を伴わない行き過ぎ

た活動は、生徒、教員ともに無理や弊害を生む恐れがある。

そこで、運動部活動における休養日及び活動時間については、成長期にある

生徒が、運動、食事、休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができ

るよう、スポーツ医・科学の観点からのジュニア期におけるスポーツ活動時間

に関する研究(※3)も踏まえ、以下を基準とする。

◆適切な活動時間

1日の活動時間は、長くとも平日では2時間程度、学校の休業日 （学期中

の週末を含む｡）は3時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的かつ効率的・

効果的な活動を行う。

大会等への参加により、 これを超えて活動する場合であっても、その前後

の活動日の活動時間を短縮すること等により、過度にならないよう留意する。

なお、平日、休業日ともに、各学校で終了時刻を決定し、事前に生徒や保

護者に知らせる。

◆休養日の設定

①学期中は、週当たり2日以上の休養日を設ける｡（平日週1日の休養日の

設定と土日 （どちらかを休む）を含め、週に2日以上休養日を設ける｡）

ただし、 2日間連続して大会等に参加した場合は、他の日に休養日を振
り替える。

②長期休業中は、学期中に準じた扱いとする。

③生徒が十分な休養を取ることができるとともに、運動部活動以外にも多

様な活動を行うことができるよう、ある程度長期の休養期間（オフシーズ

ン）を設ける。

④千葉市教育研究会の日を市一斉の休養日として設定する。

※ 「休養日」とは、朝練習も午後練習も活動を一切行わない「1日活動

をしない日」とする。

イ地域や学校の実態を踏まえた工夫

休養日及び活動時間等の設定については、地域や学校の実態を踏まえた工夫

として、定期試験前後の一定期間等、運動部共通；学校全体の休養日を設ける

ことや、週間、月間、年間単位での活動頻度・時間の目安を定めることも考え

られる。

※3 「スポーツ医・科学の観点からのジュニア期におけるスポーツ活動時間について」（平成29年12月18日公益
財団法人日本体育協会)において､研究等が競技レベルや活動場所を限定しているものではないことを踏まえた上で、

「休養日を少なくとも1週間にl～2日設けること、さらに、週当たりの活動時間における上限は、 16時間未満と
することが望ましい」ことが示されている。
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）スポーツ環境の整備

ア生徒のニーズを踏まえた環境

生徒の運動・スポーツに関するニーズは競技力以外にも、友達と楽しめる、

適度な頻度で行える等、多様である。女子や障害のある生徒等も含めて生徒の

潜在的なスポーツニーズ等に応じた活動を行うことができる運動部活動も考

えられる。具体的な例としては、より多くの生徒の運動機会の創出が図られる

よう、季節ごとに異なるスポーツを行う活動、競技志向でなく、 レクリエーシ

ョシ志向で行。活動や体力つくりを目的とした活動等､生徒が楽しく体を動か

す習慣の形成に向けた動機付けとなるものが考えられる。

教育委員会は、少子化に伴い、部員数が少なく円滑な運動部活動の実施が困

難な場合には、生徒のスポーツ活動の機会が損なわれることがないよう、複数

校の生徒による合同部活動等の取組を推進する。

(5）

イ地域との連携等

教育委員会は、生徒のスポーツ環境の充実の観点から、学校や地域の実態に

応じて、総合型地域スポーツクラブやスポーツ少年団、体育協会や競技団体等

との連携を密にし、学校と地域が協働、融合した形での地域におけるスポーツ

環境の整備を進める。

また、スポーツに関する専門的な指導を受けられるよう、部活動指導員のみ

ならず、各校に対して専門的な指導力を備えた地域の外部人材を派遣する外部

指導者の活用も進める。

学校及び顧問の役割4

（1）活動目標及び活動計画の作成

運動部活動は、生涯にわたってスポーツに親しむ能力を育成することやバラン

スのとれた心身の成長を促す上で大変意義のあるものである。生徒の自主的・自

発的な参加によることを踏まえ、顧問及び部活動指導員の一方的な方針により活

・動するのではなく、生徒の意見やニーズを把握した上で、活動計画の作成に当た

ることが必要である。また、生徒が充実した活動ができるようにするため、入部

の際や年度始めの保護者会等において部活動の経営方針や目標、練習内容、年間

計画、必要経費等の説明を丁寧に行い、保護者等の理解をあらかじめ得ることが

大切である。さらに、活動をとおして生徒の意見等を把握する中で、適宜、目標、

計画等を見直し、よりよい部活動経営に努める。活動計画を作成するに当たって

は、年間を見通し参加する大会等を精査し、明確にするとともに、月毎に、活動

計画（休養日が分かるもの）及び活動実績を校長に提出する。
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（2）運営上の留意事項

部活動の運営に当たっては、生徒が主体的、意欲的に取り組むことができるよ

う雰囲気づくりや心理面での指導の工夫、安心して活動できる環境を整備するこ

とが大切である。生徒の良いところを見付けて伸ばしていく肯定的な指導や叱る

こと等を場面に応じて適切に行っていくことが望まれる。また、顧問及び部活動

指導員の感情により指導内容や方法が左右されないよう注意し、生徒の心理面を

考慮しつつ、肯定的な声かけや励まし等を行いながら、生徒の良さを引き出す工

夫も必要である。そのためには、生徒の活動状況をよく観察し、 日頃から指導に

－－－当たる上での情報の収集に努める必要もある｡__また､_厳しい指導と適切なユォーロ

ーを加えた指導をすることにより､指導者と生徒の信頼関係づくりにも留意する。

運動部活動は複数の学年が参加することや同一学年でも異なる学級の生徒が参加

する活動であり、望ましい人間関係の育成が求められる。顧問及び部活動指導員

は、生徒のリーダー的な資質能力の育成とともに、協調性、責任感の酒養等の望

ましい人間関係や人権感覚の育成、生徒への目配り等により、上級生による暴力

行為やいじめ等の発生の防止を含めた適切な集団づくりに留意することが必要で
ある。

（3）保護者との連携

部活動は、保護者や地域の方々の理解や協力のもとに成り立つものでもあるこ

とから、年度始めの保護者会等で、学校全体の目標や方針、各部の目標や方針、

計画等について積極的に説明し、理解を得ることが大切である。

また､物品の購入や大会等への参加費の徴収など金銭に関わることについては、

事前に校長の許可を得るとともに、会計報告等の作成により保護者への説明を丁

寧に行う必要がある。また、領収書等の保管についても、学校としてルールを設

け、適切に対応することにより、説明責任を果たせるようにする。

（4）けがや事故の防止

近年、運動部活動でのけがや事故、熱中症（※4）等が発生するなど、スポー

ツは常に危険が隣り合わせにあるため、各生徒の安全を第一に考え、活動中はも

ちろん､用具の準備や準備運動などの事前の準備段階から事故の未然防止と事故

発生時を想定した対応まで、万全の体制づくりが必要である。

指導者は、生徒はまだ自分の限界、心身への影響等について十分な知識や技能

をもっていないことを前提として、生徒の発達段階や体力、技能の習得状況を把

握し、無理のない練習となるよう留意するとともに、生徒の体調等の確認、関係

の施設、設備、用具等の定期的な安全確認、事故が起こった場合の対処の仕方の

確認、医療関係者等への連絡体制の整備に留意することが必要である。

運動部活動中、顧問の教員は生徒の活動に立ち会い、直接指導することが原則

であるが､やむを得ず直接練習に立ち会えない場合には､他の顧問の教員と連携、

協力することや、あらかじめ顧問の教員と生徒の間で約束された安全面に十分に

留意した内容や方法で活動すること、部活動日誌等により活動内容を把握するこ

と等が必要である。このためにも、 日頃から生徒が練習内容や方法、安全確保の

ための取組を考えたり、理解したりしておくことが大切である｡，

6

碁万=ﾜ羅了蓼照 一※4 「熱中症予防運動指針」（公益財団法人



議案第36号

平成30年度補正予算について（9月補正）

平成30年度補正予算を定めることについて、次のとおり市長に

申し出るものとする。

平成30年8月 29日提出

千葉市教育委員会教育長 磯 和
菫
《野
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平成30年度補正予算について(9月補正）

教育総務部学校施設課

1 学校施設のブロック塀等の改修に係る対応について

（1） 歳出補正予算について

①補正理由

専決処分によりブロック塀等を撤去した後にフェンスを新設するほか､ブロック塀等の安全点検結果

において｢危険｣とはされなかったが､老朽化が著しく改修が必要と判断されるブロック塀等について、

撤去及びフェンスへの改修工事等を行うため､補正予算を要望する。

＜訂司査耗f采及び要改修箇所＞

霞璽琵 103,f交332箇所

[内訳］

‐′｣､全諄才交75才交241筒巨斤(うち廃本交3才交8筒戸斤）

‐中学木交27才交87箇回T

‐特月1J支援学木交1校4箇所

※高等学ｵ交1校1箇所riま、撤去済でフェンスを設置しなし、

486,500千円②補正予算額

（ !蹴順！ ］
市債

一般財源

486,000千円

500千円

③補正予算の内容

④今後の予定

H30.10月～ブロック塀等の改修に係る実施設計

H31_2月頃～順次ブロック塀等の改修工事を実施
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診合言卜 76 214 166 456

事業名 項 補正予算額 工事内容

1 ブロック塀等改修 小学校費 383,000千円

ブロック塀等の撤去･フェンス設置
円
円

千
千

０
０

０
０

Ｏ
０

Ｌ
２

３
５３

料
費

託
負

委
請

計
事

設
工

2 ブロック塀等改修 中学校費 103,000千円

ブロック塀等の撤去･フェンス設置
円
円

千
千

０
０

０
０

０
０

９
４９

料
費

託
負

委
請

計
事

設
工

3 ブロック塀等改修 特別支援学校費 500千円

ツク塀等の撤去･フェンス設置

円
円

千
千

０
０

０
０

１
４

料
費

託
負

委
請

計
事

設
工

合 計 486,500千円



（2） 繰越明許費補正について

ブロック塀等の撤去及びフェンスへの改修事業の完了が次年度にずれ込む恐れがあるため、工事

請負費について､繰越明許費を設定する。

～ － － ---‐－－ ‐ ‐一一一一一一

2空調設備基本計画策定について

(1） 歳出補正予算について

①補正理由

今夏の猛暑や文部科学省による学校環境衛生基準の変更､学校教育審議会の議論状況を総合的

に判断し､普通教室へのエアコン導入に向け､事業手法の調査や事業費の算出､各校の現地調査等
を行い､基本計画を策定するため、補正予算を要望する。

②補正予算額 78,000千円

［【財源】 一般財源 ア8,000千円

③補正予算の内容

空調設備導入に係る基本計画策定一式

］

19

事業名 項 補正予算額 工事内容

1 ツク塀等改修 小学校費 352,000千円 ブロック塀等の撤去･フェンス設置

2 ブロック塀等改修 中学校費 94,000千円 ブロック塀等の撤去･フェンス設置

3 ブロック塀等改修 特別支援学校費 400千円 ブロック塀等の撤去･フェンス設置

／△、 二1
口 旨T 446,400千円

事業名 項 補正予算額 委託内容

1 空調設備基本計画策定 小学校費 52,157千円
111校事業手法･事業費の算出

各校の現地調査等

o
全 空調設備基本計画策定 中学校費 25,843千円

55校事業手法･事業費の算出
各校の現地調査等等

へ
計ロ 78,000千円



平成30年度補正予算について(9月補正）
(SNSを活用した教育相談事業について）

学校教育部教育支援課

1補正理由

本市では､いじめ防止や不登校対策として､24時間体制での電話相談窓口の開設等､教育相談体制

の充実に努めている｡近年､スマートフォンの普及等に伴い､子どもたちのコミュニケーション手段として、

SNSが大きな割合を占めるようになってきており、一人でも多くの子どもたちの｢相談したい｣という気持ち

を汲み取るためには､身近な通信手段であるSNSを活用した相談体制の構築が必要である。

この度､文部科学省の｢SNS等を活用した相談体制の構築事業｣の募集があったことから､この補助金

を活用し､モデル事業として､SNS相談窓口を開設するための補正予算を要望する。

2補正予算額 7,400千円

［【財源】 国庫補助金 7,400千円］

3補正予算の内容

【内訳】

･SNS相談窓口開設カード及びチラシの作成 494千円

※配布対象者:市立中学校･高等学校･特別支援学校の生徒(約2万5千人）

･SNSを活用した相談業務の委託費用 6,900千円

※窓口開設期間平成30年10月下旬～平成31年1月（年末･年始を除く）

※相談受付 毎日(応答時間17:00～21:00)

．打合せ旅費 6千円

4今後の予定

平成30年10月周知用カード･チラシの作成･配布

平成30年10月下旬SNS相談窓口開設

20
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曼菫

両角 案説明

平成30年度補正予算について、市長に意見を申し出るため、

千葉市教育委員会組織規則第8条第6号の規定に基づき、議決を

求めるものであります。

21
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報告第5号

平成30年度補正予算について（7月補正）

平成30年度補正予算について、次のとおり臨時代理により

処理したので報告する。

平成30年8月29日提出

千葉市教育委員会教育長 磯 和
圭
大野

23



平成30年度補正予算について(7月補正）

教育総務部学校施設課

学校施設のブロック塀等の改修に係る対応について

学校のブロック塀等の安全点検において｢危険｣と判定されたブロック塀等について､早急に危険性

を除去するため､地方自治法第179条第1項に某づき､市長専決処分にて補正予算の措置を講じた

ので報告します。

＜調査結果及び要改修箇所＞

愚＜早急に撤去が必要な箇所＞

溌墾蕊潔 57校91箇所
［内訳］

・小学校43校73箇所

・中学校 12校16箇所

・高等学校 1校1箇所

．特別支援学校 1校1箇所

専決予算額

[""
112,500千円

］
市債

一般財源

112,000千円

500千円

24

区分

建築基準法
計△‐一【．

その他
適合

計

A(安全) |蕊蕊議議 鍵蕊20 （ 2 76 158
B (一応安全) |~蕊灘胤 6

屯
、
日
夕 47 124

C (要注意) I議豊鐘蕊 鍔9 7
℃
、
■
刀 38

＝

l鼎

D (危") I蕊鍵織鶏
と各一七｡

雷…徒尋 6 蕊蕊灘鍛葺錘舞1‘0
ロ 三ー ロ'

霞溌蕊灘溌湧蕊5
一一一 一一一 ．ｰ 、＝…！

？I

合計 ’ 76 2 4 166 456

事業名 項 補正予算額 工事内容

1 ブロック塀等改修 小学校費 91,000千円 ブロック塀等の撤去･仮囲い設置

2 ブロック塀等改修 中学校費 21,000千円 ブロック塀等の撤去･仮囲い設置

3 ブロック塀等改修 高等学校費 100千円 ブロック塀等の撤去･仮囲い設置

4 ブロック塀等改修 特別支援学校費 400千円 ブロック塀等の撤去･仮囲い設置

’

三
口

今
ロ 112,500千円



～～～～～～～～～～～～～～～～～～へグー"～～～～～～～～～

報告説明

平成30年度補正予算について、千葉市教育委員会組織規則第

9条第1項の規定に基づき臨時代理により処理したので、 同条第

2項の規定に基づき報告するものであります。

25



平成30年8月29日

〆~

平成30年千葉市教育委員会会議第8回定例会

[参考資料］

議案第34号関係

議案第35号関係
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議案第34号関係参考資料

「千葉市特別支援教育推進基本計画」の策定について

教育支援課

1 趣旨

本市では、平成20年3月に「千葉市における特別支援教育の在り方について」の答申を受けて、特

別支援教育の推進に取り組み、平成27年3月に「特別支援教育推進プラン」を策定した。社会情勢の

変化を踏まえ、本市における特別支援教育の現状と課題を整理し、今後の更なる特別支援教育の充実に

向けて、中・長期的な展望に立ち、特別支援教育の方向性を示す総合的・計画的な基本方針を示すため

に同プランを改定し｢千葉市特別支援教育推進基本計画」（平成30年度から平成34年度)を策定する。

2位置付け

本基本計画は、第2次千葉市学校教育推進計画の下位計画として位置づけ、平成30年度から34年

度までの5年間を対象期間として策定する。中間年である平成32年度には具体的な取組について特別

支援教育推進会議が評価を行う。また、平成34年度には第2次基本計画の検討委員会を組織し、本計
画を引き継ぐ予定である。

く千葉市特別支援教育推進基本計画及び関連する施策に係る計画＞

3検討課題

I 就学相談・教育相談の充実

Ⅱ多様な学びの場の充実

Ⅲ一貫した支援とネットワークづくり

Ⅳ教職員の専門性と指導力

V特別支援教育の周知・理解と環境整備

Ⅵ養護教育センターの機能

1

教育・福祉に関わる推進計画 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

千葉市

千葉市新基本計画

実施計画
第2次実施計

画侭27～） ＆
戸

第3次実施計画

〃

教育

委員会

千葉市の教育に関する大綱

第2次千葉市学校教育推進計画

特別支援教育推進プラン

序章帝蒔F1受雇藪呑雁暹冥禾許面

｜
、

一＝ー

傘

露蕊

ー一

ー

…

心

獲蕊錘蝿

障害者

自立支

援課

千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針

第4次～6次障害者計画等の策定(3年単位）

1O年間(平成29～38年度）

第4次

第5次一



4組織

く千葉市における特別支援教育の在り方等に関する検討会議＞

（有識者・関係者6名） （委員 11名）

(事務局：教育支援課、養護教育センター）

＜千葉市における特別支援教育の在り方等に関する検討会議専門部会＞

＜専門部会員33人＞
宗

5 これまでの経過及び今後の予定

2

学識経験者
千葉大学教授北島善夫

元小学校校長奥村兼弘

保護者代表

千葉市PTA連絡協議会代表

大塚義生

千葉市手をつなぐ育成会代表

島田貴美代

千葉市自閉症協会代表

菊池裕美

専門部会代表
千葉市立大森小学校長

黒川章子

教育委員会関係

学校教育部長

教育支援課長

養護教育センター所長

学校関係者

小学校長会長

中学校長会長

千葉市特別支援教育研究協議会会長

千葉県特別支援教育研究連盟理事長

障害福祉関係
障害福祉サービス課長

障害者自立支援課長

幼保関係
幼保支援課担当課長

幼保運営課担当課長 ．

千葉県特別支援教育研究連照理事長 千葉市特別支援教育研究協議会会長
千葉市特別支援学級設置校校長会会長 教頭会代表

教務主任会代表（小・中） LD等通級指導教室代表（小・中）
特別支援教育コーディネーター代表（小・中・特） 言語指導教室代表

特別支援学級担当者代表（小・中） 千葉市教育研究会特別支援教育部門代表、役員
特別支援学校校長（第二養護・高等特別支援学校） 養護教諭代表（小・中）

教育職員課・教育指導課 事務局（教育支援課・養護教育センター）

年月 日 会議等 備 考
H28.6.29 平成28年度第1回千葉市における在り方等の検討会議
H28.9 各専門部会①

H28.11.9 平成28年度第2回千葉市における在り方等の検討会議 特別支援教育推進会議報告

H28.12 各専門部会② ※各部会で3回又は4回実施
H29.2.17 平成28年度第3回千葉市における在り方等の検討会議 特別支援教育推進会議報告

H29.5.9 各専門部会①

H29.6.23 平成29年度第1回千葉市における在り方等の検討会議 特別支援教育推進会議報告

H29.7.4 各専門部会②

H29.9.4 各専門部会③

H29.9.7 平成29年度第2回千葉市における在り方等の検討会議 特別支援教育推進会議報告

H29.12.13 平成29年度第3回千葉市における在り方等の検討会議
H30.1 千葉市特別支援教育推進基本計画(案)作成
H30．2 ･

特別支援教育推進会議報告

H30．3 教育次長、教育長、市長報告

H30.4
臨時特別支援教育推進会議

H30.5 学校教育審議会報告（政策会議）
H30.6 パブリックコメント手続きの実施（6/15~7/17） 特別支援教育推進会議報告

H30．8

H30.8.29
修正 「市の考え方」公表

教育委員会議において議決
部課長会議報告

教育委員会識議決
H30．9 ｢千葉市特別支援教育推進基本計画」公表

市立小・中・高・特別支援学校及び関係機関等に配布



千葉千葉市特別支援教育推進基本計画策定にあたっての基本的な考え方計画策定にあたっての基本的な考え方

わが国は国迎のl障害者の椛利に|期す巷

に向け、様々な障害者制度改革を進めてき

24年7月には､中央教育審議会初等中等潴

「共生社会の形成に向けたインクルーシ

ム柵築のための特別支援教育の推進（報告

平成25年6月に障害者差別解消法が成立

4月に施行となりました。今後の学校教育

る児童生徒と障害のない児童生徒が共に

浬的配応が一層求められる時代となります

このような社会情勢の変化を踏まえ、今

ﾂﾘ支援教育の充実に向け、「千葉市特別支

本計画（平成30年度から平成34年度)」

と。なお、 3年後を目途に中間報告を行う

｜人間尊亜の教育」を理

境害の有無に関わらず、

今C
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国が示した特別支援教育α
本市における特別支援教壱
本市の教育施策における鵯
本市の特別支援教育の理念
本市特別支援教育椎准薙本

就字相談・教育相談の充実

多様な学びの場の充実

当貫した支援とネットヮー

教職員の専門性と指導力
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2教育相談（就学後の経過観察、

3就学指導委員会（名称変更等）
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硬（校内支援体制の整l

m級指導教室（対象児面
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1 意見の募集期間

平成30年6月15日（金）～平成30年7月17日（火）

2提出方法別の提出者数.提出意見数

3項目別意見数

意見の提出方法 人数 意見数

郵 送 0人 0件

FAX 0人 0件

電子メール 5人 54件

持 参 0人 0件
,へ

計ロ 5人 54件

項 目 ‘ 意見数

全体に関する意見 5件

第1部「総論」に関する意見

第1章「策定の趣旨」に関する意見 1件

第2章「国が示した特別支援教育の方向性と千葉市の取組」

に関する意見
2件

第3章「千葉市の教育施策における特別支援教育の位置付けと取組」
に関する意見

6件

第4章「千葉市における特別支援教育推進の経過」に関する意見 0件

第5章｢千葉市の特別支援教育の理念と推進の基本方針及び取組の柱」
に関する意見

4件

第6章「千葉市特別支援教育推進基本計画の進め方一エリア方式と

組織体制一」に関する意見
1件

第Ⅱ部「各論」に関する意見

第1章「就学相談・教育相談の充実」に関する意見 3件

第2章「多様な学びの場の充実」に関する意見 15件

第3章「一貫した支援とネットワークづくり」に関する意見 1件

第4章「教職員の専門性と指導力」に関する意見 1件

第5章「特別支援教育の周知と理解」に関する意見 7件

第6章「養護教育センターの機能」に関する意見 5件

関係資料に関する意見 2件

その他 1件

合 計 54件



千葉市特別支援教育推進基本計画（案）に対する
パブリックコメント手続きで提出された意見の概要と市の考え方

※ご意見の一部については、趣旨を損なわない範囲で要約して掲載させていただいております。
※ページ数はパブリックコメント実施時のものです。

全体に関する意見

国(文部科2

本市の特別支

おり、障害の

の意向を尊重

〃
坐
土
匡

<陸が
◎

｡

この十-ど

無に関係

の場を鋏

､の教育僧

◎

No. 項目 ページ 意見の概要 市の考え方 備考
1 全体 特別支援教育の推進は共生社会の実現を妨げるもので

ある。特別支援教育に反対。この計画（案）は廃案にす
べき0

本計画は、平成24年7月23日付で中央教育審議会初

等中等教育分科会より報告された｢共生社会の形成に向け‐

たインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教

青の推進」等、国（文部科学省）の示す方向性に基づき、

平成28,29年度に保護者代表にも参加していただいた｢千

葉市における特別支援教育の在り方に関する検討会議｣に

おいて検討、策定したものであることをご理解ください。

修
正

な
し

2 全体 障害者権利条約第24条教育は、ユニセフが発行し、
世界の子供達に向けて配布している「わたしたちのでき

ること障害者権利条約の話」では、「人は、学校へ行く
権利があります。皆さんに障害があっても、それを理由

に教育が受けられないということはありません。また、

皆さんは別な学校で教育を受けるべきではありません。
皆さんには、ほかの子どもたちと同じカリキュラムで教
育を受ける権利があります。そして政府はこれを実施す
るために必要な支援をしなければなりません｡」と書かれ

ている。同じ学校で、同じカリキュラムで教育を受ける
のが障害者の権利である。障害者を別な学校で教育して

いる日本において教育における差別の解消のために24

条の最も重視しなければならないところは、「2締約国
は、 1の権利の実現に当たり、次のことを確保する。
(a) 障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排

除されないこと及び障害のある児童が障害に基づいて

無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から排
除されないこと。

(b) 障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生

活する地域社会において、障害者を包容し、質が高く、

修
正
な
し



かつ、無償の初等教育を享受することができること及

び中等教育を享受することができること。

ic) 個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。

!d) 障害者が､その効果的な教育を容易にするために必

要な支援を一般的な教育制度の下で受けること。

;e) 学問的及び社会的な発達を最大にする環境におい

て、完全な包容という目標に合致する効果的で個別イヒ

された支援措置がとられること｡」

である。つまり今の分離教育を改めて、通常学級から排

余されないことが最も求められていることである。特月I.

更援教育によって支援学級、支援学校に分けられている

見実は普通教育からの排除という差別であり、障害者権

§U条約を曲解して無理やり当てはめている状況である。

叶画案で、特別支援教育がまるで障害者権利条約に合致
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、

I

3

4

5

全体

全体

全体

ものための教育として、組織、カリキュラム、指導方法

など構造的に変更、調整していく問題として普通教育の

問題として捉えるべきである。

特別支援教育の推進によって共生社会はむしろ遠いも

のになる。インクルーシブ教育システムは通級、支援学

級、支援学校へ行かされる子供を増やし分離を進める分

離システムである。共生社会は小さい子供の頃から分離

されずに、教育で共生するところから始まることはサラ

マンカ宣言にもあるように明白であるb障害者権利条約

にいうインクルーシブ教育システムと市の計画案にいう

インクルーシブ教育システムは別のものであり、 この計

画案にいうインクルーシブ教育システムでは、むしろ共

生社会の実現を遠いものにする。分けない社会は分けな

い教育から始まることは明白である。

特別支援教育の理念は個人の能力に注目し、 これまで

障害者を苦しめてきた医学モデルとなっている。

障害があっても全く問題のない一人の尊重された人間で

あるなら、なぜ別な場所に行かされるのか。一緒がいい

ならなぜ分けるのか。なぜ本人ができないことをあれこ

れ言われて努力を求められるのか。注目されるべきは教

員の配置定数の改善を含めた一般教育のありかたそのも

のであり、人権モデルによって障壁をなくし差別をなく

す努力を求められるのは学校教育（障害者の存在を想定

しないできた普通教育）の方である。努力し変わるべき

は学校であり、障害により差別されることなく同じ場所

で同じ内容で学べる教育を求める。 ‘

インクルーシブ教育の推進を明記する。

言葉の教室等通級での指導も大切だが、基本は障がい

があっても通常の学級で学べる体制づくりを推進してほ

しい･

修
正
な
し

修
正
な
し

修
正
な
し



NO. 項目 ページ 意見の概要 市の考え方 備考

1 部
章

１
１

第
第

2 ｢今後の学校教育は障害のある児童生徒と障害のない

児童生徒が共に学ぶための合理的配慮が一層求められる

時代となります｡」とあるが、共に学ぶ舞台は通常の教室

にある。

はっきり診断がつかない、 もしくは診断が付いていて

も対策が練られていない児童・生徒が通常の教室には存

在している。

特別支援教育は､本市のすべての子どもたちを対象とし

ています。障害の有無、診断の有無に関係なく、子どもた

ち一人一人の教育的ニーズに応じられるように努力して

います。

修
正
な
し

2 部
章

１
３

第
第
3

表1－1

7 環境面に重点を置くユニバーサルデザインはどんどん

やっていただくとよいbしかしそれとは違う概念である

｢学びのユニバーサルデザイン」の導入を全ての通常の

教室にお願いしたい。

LD学会でも数年研究発表されている。お金をかけな

くてもできる、千葉市で実践する方法があると思う。学

びに困難を覚えている児童・生徒とそれを一生支えてい

く保護者に、学べる手だてを見つけてあげられるシステ

ムの構築を望む。今後税金を払える人を増やす方法だと

』思う。

｢ユニバーサルデザイン」の考え方には、環境面への配

慮のほか､学び方への配慮や学ぶ内容への配慮も含まれる

と考えています。

一人一人の教育的ニーズに応えるためには、「わかる授

業｣の推進をしていくことが重要であり、そのために、「ユ

ニバーサルデザイン｣の考え方を取り入れていくことを今

後も教職員に伝えてまいります。

修
正
な
し

3 第1部

第2章

2 ．「本市の特別支援教育における行政施策は、国（文部

科学省）の示す方向性に基づき取り組まれています。」

と表記の変更を検討してください。

･当該箇所前後に「本市」 とありますので、平灰を揃え

てほしい。

･本市の行政施策は、文部科学省が示す方向性にのみ基

づくものではない。案文の一文だけでは、正確な記述

にならない。言葉を補い、より正確な表現にすべき。

｢本市の特別支援教育における行政施策は、国（文部科

学省）の示す方向性に基づき、『千葉市における特別支援

教育の在り方に関する検討会議』等において検討､策定し、

取り組んでいます。 」 と修正します。

以後、 「千葉市」は「本市」 と記載します。

修
正
あ
り

4 第1部

第2章

4

3 ．「文部科学省に設置された中央教育審議会の先の報告

では、 （以下略） 」 と表記の変更を検討してほしい。

．「中教審」は正式名称ではない。教育関係者でない市

民や障害者本人、保護者等も広く、分かりやすく、正

しく理解できるよう、正式名称を用いて言葉を補うべ

き0

「文部科学省に設置された中央教育審議会の先の報告

では、～（以下略） 」 と修正します。
修
正
あ
り



1

Ｈ
○

5

6

7

8

第1部

第3章

4

第1部

第3章

4

第1部

第3章

4

部
章

１
３

第
第
4

7

7

7

7

. 「平成29年度に千葉市学校教育の課題と目標を取りま

とめた報告書(P) ｢21世紀を拓く』では、 （以下略）」

と 「21世紀を拓く」の内容を補足する文章を検討して
ほしい。

． 「21世紀を拓く」が何者か全くわからないため、言葉
を補ってほしい。

･本計画書は本市教育関係者以外の多くの方々の目に触

れますので、常に読み手に伝わりやすい文章表現を意

識していただく必要があると感じます。

．「『21世紀を拓く』においては、 『わかる授業の推進』
の項目において特別支援教育が盛り込まれ、 『楽しい

教室・夢広がる学校づくり』の項目においては、特別

な児童生徒への指導が盛り込まれ、それぞれに掲げた
目標に向けた取り組みを進めています。 と表記の変更

を検討してください。

･案文中に20番目、 4番目と順番が明記されていますが、
意味が理解できない。順番が本市の取り組む施策の優
先順位を示しており、重軽を表現したい等の理由があ

るのであれば、その旨を明記すべきで、非常に重要な

論点となるが、そうでない場合、本文中では不要な情

報のため、本文中からは、削除すべき。

． 「これは、本市教職員が毎年、推進計画やその年次目

標を意識して教育活動に取り組むための重要な指針と

なっています。 」 と表記の変更を検討してください。
･案文にある 「有効です」 という表現は、些か自画自賛

感が否めない。何か有効性を示す定量的なデータがあ

れば、付記すべきと思料するが、前後文章の趣旨を鑑
み、表記の変更が適当であると考える。

． 「このように、本市においては、学校教育政策全般の

中に特別支援教育を明確に位置付け、国策で（以下、
略） 」 と表記の変更を検討してください。

･案文にある「きちんと」 という表現は、行政委員会が
策定する計画書等ではあまり見かけない表現のため、
些か違和感が否めません。

｢4千葉市学校教育の課題『21世紀を拓く』」につ

いては、下記のように全文を修正します。

本市では、前述した「第2次千葉市学校教育推進計画」

の教育目標を「わかる授業の推進」及び「楽しい教室・夢

広がる学校づくり」の視点から、本市学校教育の方針や課

題をまとめた「千葉市学校教育の課題『21世紀を拓く」」

を作成､毎年教職員に配布し、学校教育の充実に努めてい

ます。これは、本市教職員が毎年、推進計画やその年次目

標を意識して教育活動に取り組むための重要な指針とな

っています。

｢21世紀を拓く」においては､特別支援教育や特別な支

援が必要な児童生徒への指導を盛り込み､それぞれに掲げ

た目標に向けた取組も進めております。

本推進基本計画は､これまで本市で推進してきた特別支

援教育に関する教育行政全般の計画との整合性に配慮し

つつ、より特別支援教育に焦点化した、具体的かつ実効性
を伴う計画として策定します。

修
正
あ
り

修
正
あ
り

修
正
あ
り

修
正
あ
り



胃
埠

9 第1部

第3章

4

7 ･本項で申し述べたいことを整理・精査し、表現方法含

めて再検討し、必要があれば、適宜修正を。

･本項全体が「21世紀を拓く」に特別支援教育が位置付

けられ、これに関連して各施策が展開されているよう

なことを記述したい印象は伝わってきますが、行政委

員会が策定する計画書等ではあまり見かけない表現も
いくつか混在しており、何を申し述べようとしている

か、理解しにくい仕上がりになってしまっている印象

を受ける。

･本計画書は、本市の特別支援教育に関する関係者のみ

ならず、多くの方々の目に触れますので、どうか落ち

着いて、全体の修文をしてみるべき。

修
正
あ
り

10 第1部

第5章

1

①

13 ．「本市のこれまでの学校教育、特別支援教育の推進に

向けた取り組みを話かし、 さらに充実を図ります。 」 と

表記の変更、平灰の統一を検討してほしい。

･文中の趣旨で使い分けをしている意図は感じられない。

｢取り組み」、 「取組」の平灰を整えてほしい。

．「生かし」誤植ではないか。 「生かす」、 「殺す」の

意味での使い分けは感じられないので、修正が必要。

｢本市のこれまでの学校教育､特別支援教育の推進に向

けた取組を活かし、さらに充実を図ります。」と修正しま

す0

単語として使用する場合、 「取組」 と統一します。

修
正
あ
り

11 第1部

第5章

1

④

13 ．「交流及び共同学習を一層推進するとともに、障害者

理解の教育にも積極的に取り組みます。 」 と表記の変

更を検討してほしい。

．「障害者理解教育」 という単語は、一般的でない印象

も受ける。他で出現しない単語である場合、 「の」を

補った方が自然に読むことができる。

｢交流及び共同学習を一層推進するとともに､障害者理

解の教育にも積極的に取り組みます。 」 と修正します。

一

修
正
あ
り

12 第1部

第5章

3

14 ･障害者自立支援課が策定した『第4次～6次障害者計画

等の策定（3年単位）」と『千葉市における障害者福祉

施策」の表記順序の入替を検討してほしい。

･千葉市における『障害福祉施策に係る中長期指針』お

よび『第4次～6次障害者計画』においては、前者の

中長期指針が上位概念であることが明記されている。

上位概念を下位に明記することに強い違和感がある。

表を修正します。 修
正
あ
り



Ｈ
Ｎ

』

13 第1部

第5章

3

14 ．「また、この基本計画の具体的な施策の展開にあたつ

ては、本市が策定する関連する個別計画とも十分に連

携し計画を推進します。 」 と内容の追加を検討してほ

しい。

･案文中には、障害者自立支援課が策定した計画、指針

等の関係が明記されておらず、関係がよくわからない

ため、上記のような趣旨の文章による関係を明記する

ことが必要。また、概要版には、『千葉市新基本計画』

および『実施計画』が明記されていますが、本文には

記載がない。誤植であれば修正が必要。多少なりとも

関係を及ぼす可能性のある、または、連携が必要な大

綱、計画、実行プランなどは明記して、その位置づけ

や関係性を文中に明記することが必要。

｢また、この基本計画の具体的な施策展開にあたっては、

本市が策定する関連する新基本計画等との整合性を配慮

しつつ推進していきます。 」 と修正します。

修
正
あ
り

14 第1部

第6章

1

14 ．「特別支援教育がスタートして10年たち千葉市におい

て様々な取り組みがされてきましたが、現在、特別支

援教育における施策と現場のニーズに急激な変化をも
たらし、直面している喫緊の課題として、①特別な教

育的ニーズのある児童生徒の急増、②児童生徒の急増

と教員の大量退職により若手教員や特別支援教育の経

験が少ない教員の増加、③医療の進歩や社会環境の変

化により教育的ニーズの多様化・複雑化への対応等が

あげられます。 」 と表記の変更を検討してほしい。

･案文の「大きな課題」 というには、少々当たり障りの

表現で現場のご苦労や危機意識が十分に伝わってこな

い印象を受けるので、少々言葉を補い、全体的な印象

を少々修正したほうがよいと思う。

．また、③は、原文案にある「相談が急増していること」

自体は課題ではなく、その「相談に対応できていなこ

と」が課題であると推測できるので、上記のように課

題を明記すべき。ここは非常に大切な論点だと思うの

で、慎重かつ十分に注意を払い、修文の検討をお願い

したい。

｢特別支援教育がスタートして10年たち本市において

も様々な取組を行ってきましたが、現在、特別支援教育に

おける施策と現場のニーズに急激な変化をもたらし､直面

している喫緊の課題として、『特別な教育的ニーズのある

児童生徒の急増』、『教員の大量退職による若手教員や特

別支援教育の経験が少ない教員の増加』、『医療の進歩や

社会環境の変化による教育的ニーズの多様化･複雑化への

対応』等があげられます。 」 と修正します。

修
正
あ
り



第Ⅱ部各論に関する意見

「第1章就学相談・教育相談」に関する意見

岸
い

No. 項目 ページ 意見 市の考え方 備考

1 部
章
節

Ⅱ
１
１
１

第
第
第

19 厳密には特別支援教育の範晴ではないのかもしれない

が、幼児期の支援の充実は、その後の教育場面での適応

を高めることにつながるため書かせて頂く。

関係保護者等から届く情報や私自身が我が子の健診を

体験した中で感じたこととして、千葉市の乳幼児健診の

精度はかなり荒いと感じている｡そのことを踏まえると、

1歳6か月健診、 3歳児健診の充実、将来的には年中後

半での5歳児相談の実施は喫緊の課題と考える。

千葉市では、成田市のような取り組みが私の知る範囲

では行われていないように思われる。そのため、健診で

"ちょっと気になる子”も積極的に拾い上げにくくなっ

ているのではと考える。早期からの支援体制の整備とし

て、乳幼児健診の充実とその後のフォローの体制充実を

期待する。

保健福祉局、こども未来局、教育委員会の関係各課、学

校等の関係機関で組織する「特別支援連携会議」で、検討

課題としてまいります。

修
正
な
し

2 部
章
節

Ⅱ
１
２

第
第
第
4

20 千葉市発達障害支援センターのライフサポートファイ

ルを指しているのであれば、 とても望ましいと思う。

H34まで検討予定とのことだが、検討に数年かける

ものではない。一年以内に終え、二年後には実施して戴

きたい。すぐにでも千葉市発達障害支援センターに掛け

合っていただきたい。

平成29年度特別支援連携会議において、幼保版「個別

の教育支援計画」の書式を作成し、小学校への引き継ぎに

活用しました｡発達障害者支援センターも確認をしている

ところです｡ライフサポートファイルを活用できる方には

それを使っていただければよいのですが、これまでの現状

を考え、「個別の教育支援計画」をしっかりと作成・活用

していくことで､児童生徒への支援が充実していくと考え

ています。

平成34年度まで検討までとなっているところを、修正

し、平成30年度には「修正・実施」 とします。また、中

学から高校へ､特別支援学校高等部から社会へという移行

支援についても、検討してまいります。

修
正
あ
り



惇
心

3 第Ⅱ部

第1章

早期からの教育相談と支援体制の充実に反対。今、早

期からの教育相談によって、我が子のできないこと、遅

れているところに目を向けられ、障害を否定的に捉える

医学モデルの考えが親に植え付けられている。親は不安

になり我が子は特別な療育が必要な特別な子供で、将来

支援学級か支援学校に行くものと思ってしまう例が多発

している。相談・支援の中で我が子（障害者）の権利を

教えてもらったという例を知らない。権利を基盤としな

い相談・支援はするべきではない。早期からの相談・支

援で早期からの分離が進んでいる。千葉市では子どもの

障害を理由に､私立幼稚園の入所を断られることがあり、

入所できる園が限られていたり、重度の子供は入所でき

なかったりという差別が存在しており、厳しい状況にあ

る。幼稚園での入所差別が放置された状況では乳幼児期

に行けるところが療育施設しかないということも起きう

る。乳幼児期の支援としては、保育所・幼稚園の入所・

入園差別をまずなくすべきである。特に保育所について

は、親の就労等で親が保育できない子供のみを対象にす

るのではなく、親の状況とは関係なく全児童対象にして

保育を受ける権利をすべての子どもにゼロ歳から無償で

保障することが何よりの充実した支援となる。 さらに幼

稚園に受諾義務を課すことで断られる子供がいなくなる

ことも充実した支援となる。特別支援教育の充実ではな
く一般の統合された乳幼児保育・教育施設の充実を図る

べき0

早期からの教育相談と支援体制につきましては､必要と

捉えております。

乳幼児保育、教育施設の意見については、保健福祉局、

こども未来局、教育委員会の関係各課、学校等の関係機関

で組織する「特別支援連携会議」で、検討課題としてまい

ります。

修
正
な
し



｢第2章多様な学びの場の充実」に関する意見

､ー

、

慨
．
〃

0

Nb. 項目 ページ 意見 市の考え方 備考

1 第Ⅱ部

第2章

23 これまでの環境面に重点を置いたユニバーサルデザイ

ンはどんどんやっていただくのはよい。 しかしそれとは

違う概念である「学びのユニバーサルデザイン」の導入
を全ての通常の教室にお願いしたい。 （再）

｢わかる授業」の推進に向けた課題として、「21世紀を

拓く」では、「児童生徒の実態、『付けたい力』「ねらい』

を明確にした指導計画の立案｣、「児童生徒の長所や可能

性、進歩の状況等を積極的に評価」等を挙げています。環

境面だけでなく、児童生徒にとっての学び方、学びやすさ

についても検討しています。

修
正
な
し

2 章
節

２
１

第
第
3

23 リソースルームの設置には､期待している。はっきり

と支援が必要な児童・生徒に限らず､ もしかしたら支援

が必要ないかもしれないが、念のため、一応、指導して

みよう、 という場合にも利用できるようなものであって

欲しい。

その場合も、 しっかりWISCだけでなく必要な検査

をして原因を特定できていることが自己肯定感を下げな

い為にも必要だと思う。検査等できる体制の構築もお願

いしたい。

リソースルームの設置については､各学校の個別支援の

状況とその効果を確認しながら、検討していきます。

合わせて、「教育支援体制整備ガイドライン」(H29文

部科学省）をもとに、特別支援教育コーディネーターを中

心とした校内支援体制づくりをより積極的に推し進めて

いきたいと考えています◎

修
正
な
し

3 章
節

２
３

第
第
3

26 巡回による指導についても期待しています。多くの児

童・生徒が通級を利用する為の障壁を無くしていってく

ださい。

今年度（30年度）モデル事業を、小学校（中央区、

若葉区)、中学校（中央区）で実施しております。その成

果と課題を整理しながら、整備してまいります0

修
正
な
し

4 章
節

２
１

第
第

23 通常学級での対応の充実を図ることは特別支援教育の
充実の問題ではなく一般の教育制度の問題として語られ

るべきである。「合理的配慮」は非差別の概念であり、特

別支援教育とは全く別の概念である。通常学級で差別な

く平等に過ごせるようにすることであり、平等のための

権利であり特別な支援ではない｡‐

修
正
な
し



吟』

、

5 章
節

２
１

第
第

23 千葉市では、通常学級から特別支援学級や特別支援学

校への強力な追い出しが日常的に行われている。その追

い出しが通級や支援学校の高等部希望者が多くなる理由

ともなっている。

以下に実態の一部を述べる。実態は脅し、不安にさせ

て支援学級・学校へ追い出す、普通学級の居心地を悪く

するなどの普通学級からの障害者排除であり、特別支援

教育の推進は差別、人権侵害と一体となっている。教育

者はこの真実から目をそらしてはいけない。

修
正
な
し

6 第Ⅱ部

章
節

２
２

第
第

24 高校における通級制度に反対する｡通級は分離であり、

普通教育からの排除である。

保護者の必要感も多いことから、本人、保護者の希望

を優先し、実施してまいります◎

修
正
な
し

ワ

イ 第Ⅱ部

章
節

２
５

第
第
1

28 ．「○○(P)に示された『できるだけ児童生徒の居住地

または近隣で、教育的ニーズに応じた指導が受けられ

るようにする』という方針に基づき （以下略） 」 と出

典の明記を検討してほしい。

.特別支援級や特別支援学校への入学を検討している児

童生徒・保護者にとって非常に重要な方針であるが、

出典が確認できなかったので、どうか出典を示してい

ただきたい。

インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教

育の推進の視点から、平成29年千葉市議会第4回定例会に

おいて、 「児童生徒、保護者のニーズに応えながら、でき

るだけ学区や居住地に近い学校へ通うことができるよう

設置を進めてまいります。 」 と教育長が答弁しています。

出典となるものはないので、「できるだけ児童生徒の居

住地または近隣で､教育的ニーズに応じた指導が受けられ

るように、必要に応じて特別支援学級を設置してきまし

た。 」 と修正します。

r

修
正
あ
り



「

’

樗
剖

8 第Ⅱ部

章
節

２
５

第
第
1

28 ．「特に近年は、医療の高度化に伴い、 日常的な医療的

ケアが必要な児童生徒の受入体制のニーズが急速に高

まっています。本市においては、スクールメディカル

サポート事業による医療的ケアを行う看護師の派遣体

制を構築していますが、母子分離による受入体制の整

備等､保護者のニーズとは未だ大きな乖離があるため、

先進的なモデル事例や他自治体の効果的な事例等を参

考にするなど、教育委員会、学校、主治医、保護者等

が連携しながら、幅広い検討を通じた取り組みが必要

です。 」 と内容の追加を検討してほしい。

･学校教育における医療的ケアが必要な児童生徒の受け

入れ態勢の整備および対応の必要性については、文部

科学省「学校における医療的ケアの実施に関する検討

会議」の議論を参照。あわせて、平成30年6月20日付、
文部科学省初等中等教育局長発「学校における医療的

ケアの実施に関する検討会議の中間まとめについて

(通知） 」を参照して補記・修文ができる箇所がない

か、再精査をお願いしたい。

特別支援学級に限った内容ではないので、第1節1 「校

内支援体制の充実のために､特別支援教育指導員の配置及

び学校訪問相談員、スクールメディカルサポーター(看護

師)の派遣をしています。 」 と一部書き加えます。

また、第6章第5節1についても、メディカルサポーター

について、修正します。

修
正
あ
り

9 第Ⅱ部

章
節

２
５

第
第
2

28 ｢(1)保護者や学校の要望に加え、本市関係部局や千葉

県関連機関との連携を密にし、一人一人の教育的ニー

ズに応じられるように、特別支援学級を設置していき

ます。 」 と表記の変更を検討してほしい。

．特別支援学級の設置については、最終的な設置可否の

検討･判断は教育委員会であることはさることながら、

保護者や学校側の真のニーズに応じたきめ細やかな対

応が可能になるよう、-障害福祉部局や関係機関、主治

医等との連携は必要不可欠である （平成30年6月20日

付、文部科学省初等中等教育局長発「学校における医

療的ケアの実施に関する検討会議の中間まとめについ

て（通知）」参照）。同様の趣旨が『千葉市における

障害福祉施策に係る中長期方針』 （策定：平成29年4

月/所管:保健福祉局高齢障害部障害者自立支援課）に

も明記されているので、本市の施策間連携の足並みを

そろえるためにも本計画に明示して盛り込むべきと考

える◎

｢一人一人の教育的ニーズに応じられるように」してい

くことは、関係諸機関からの情報収集をしたり、連携を図

ったりすることも含まれますので、表記は変更しません。

特別支援学級･通級指導教室設置検討会議の中で､設置

要望の理由等をこれまで同様確実に確認してまいります0

修
正
な
し



畠

、

10 第Ⅱ部

章
節

２
５

第
第
2

28 ．「(2)児童牛徒の多様化するニーズに応じて、多様な

教育課程を編成するとともに、医療的ケアへの対応を

はじめとした受入体制の整備を推進します。 」 と表記

の変更を検討してほしい。

･学校教育における医療的ケアが必要な児童生徒の受け

入れ態勢の整備および対応の必要性については、文部

科学省「学校における医療的ケアの実施に関する検討

会議」の議論を参照してほしい。あわせて、平成30年6

月20日付、文部科学省初等中等教育局長発「学校にお

ける医療的ケアの実施に関する検討会議の中間まとめ

について（通知）」を参照して補記・修文ができる箇

所がないか、再精査をお願いしたい。 【再掲】

ここでは特別支援学級の教育課程について述べていま

すので、受入れ体制については言及しません。

第6章第5節において、具体的な取組として「メディカル

サポート事業の整備」 と記載しております。

｢学校における医療的ケアの実施に関する検討会議の

中間まとめ」については、記載はしませんが、参考にしな

がら確実にスクールメディカルサポート事業を推進して

まいります。

修
正
な
し

11 第Ⅱ部

章
節

２
５

第
第
3

28 ｢○多様な教育課程および医療的ケアへの体制整備(2)

･国（文部科学省）の学校における医療的ケアの検討状

況に連携した取り組みの推進

･先進的なモデル事例や他自治体の効果的な事例等の研

究・導入検討」

※次項4具体的な取組の目安もあわせて修正

･表記の変更および項目の追加を検討してください。

． 「医療的ケアが必要な児童生徒」の受入体制の整備に

ついては、厚生労働省障害保健福祉部による先進的なモ

デル事例の取り組みや、他自治体(政令指定都市クラス）

において、学校教育における母子（保護者）分離の受入

体制を整えるなど、ニーズに応じたきめ細やかな体制整

備が進みつつある。

・本市においても、国や全国的な取り組みの動向と連動

して、効果的な施策を展開できるよう、さらに、同様の

趣旨が『千葉市における障害福祉施策に係る中長期方針』

(策定：平成29年4月/所管：保健福祉局高齢障害部障害

者自立支援課）にも明記されている。本市の施策間連携

の足並みをそろえるためにも本計画に明確に盛り込むべ

き0

医療的ケアの必要な児童生徒の受け入れについては､特

別支援学級に限らないので、ここには明記しません。受け

入れに際しては､保護者の方との協議を重ねつつ、支援体

制の一層の充実に努めてまいります。

修
正
な
し
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|W蕊沁
12 第Ⅱ部

節章
２６

第第1

29 ．「また、県立千葉特別支援学校（小学部・中学部・高

等部）には、千葉県在住の児童生徒が通学しており、

過密化解消に向けた取り組みは、 県教育委員会で検討

されており、施設・設備の老朽化課題としてあげられ

ています。 」 と表記の変更を検討してほしい。

。 「取り組み」の平灰を合わせてほしい。

｢取組」 と統一します。

修正あり

13 第Ⅱ部

節章
２

29 。 「○「できるだけ児童生徒の居住地または近隣で、教

育的ニーズに応じた指導が受けられるようにする」 と

県立特別支援学校における課題については､県として対

応しています。本市としては、現状を把握しつつ、必要に

応

修正な

14

６

第
第
1

第Ⅱ部

章
節

２
６

第
第
2

29

いう方針を最大限に尊重するよう努める一方、障害の

程度や内容により、市外近隣の特別支援学校への通学

が必要な児童生徒に対しては、スクールバス増便や障

害の程度や医療的ケアへの対応等きめ細やかな対応も

求められています。」と表記の変更を検討してほしい。

･当所が2018年6月に実施したアンケート調査では、特

別支援学校への進学を検討する児童生徒の保護者のう

ち、約4割強がスクールバス増便を希望し、児童生徒

の障害程度に応じたきめ細やかな対応や医療的ケアの

対応について何らかの不満や不安を感じ、対応・改善

を望んでいる。

･このような現状を明確に課題として認識し、本計画案

に明記すべき。

．「(3)市内在住者の児童生徒が、千葉市外の特別支援

学校への通学する際のスクールバスの利用について、

身体的な負担等が軽減・改善するよう、県及び関係機

関と連携して協議・検討を行います。 」 という項目の

追記を検討してほしい｡

･当所が2018年6月に実施したアンケート調査では、特

別支援学校への進学を検討する児童生徒の保護者のう

ち、約4割強がスクールバス増便を希望し、児童生徒

の障害程度に応じたきめ細やかな対応や医療的ケアの

対応について何らかの不満や不安を感じ、対応・改善

を望んでいる。 【再掲】

・このような現状を明確に課題として認識し、本計画案

に明記すべき。 【再掲】

じて県と連携を図っていきたいと考えています｡ご意見

を受け止め、実態把握を進めてまいります。

h＝

し

修
正
な
し



｢第3章一貫した支援とネットワークづくり」に関する意見い
○

｢第4章教職員の専門性と指導力」に関する意見

15 第Ⅱ部

章
節

２
６

第
第
3

29 ｢○市外特別支援学校へのスクールバス運用の拡充検討
(4)
･県及び関係機関と連携した協議・検討

･先進的なモデル事例や他自治体の効果的な事例等の研

究・導入検討」という項目の追記を検討してください。

･当所が2018年6月に実施したアンケート調査では、特

別支援学校への進学を検討する児童生徒の保護者のう

ち、約4割強がスクールバス増便を希望し、児童生徒

の障害程度に応じたきめ細やかな対応や医療的ケアの

対応について何らかの不満や不安を感じ、対応・改善

を望んでいます。 【再掲】

・このような現状を明確に課題として認識し、本計画案

に明記すべきです。 【再掲】

No. 項目
ﾛ ､●

〆、ー-ン 意見 市の考え方 備考
1 章

節
３
１

第
第

31 ヨコの連携について､基本計画でも触れられているが、

特別な支援ニーズのある子どもの家庭は、複合的で多様

な問題を抱えていることも多い。子どもや家庭の状況に

応じて、医療、保健、福祉、教育等によるネットワーク

体制を構築し、その中で学齢期には学校・教育が中核と

なり特別支援を推進するような連携体制を期待する。

｢特別支援連携会議」を「特別支援連携協議会」と改め、

より連携を密にすることで、複雑化、多様化するご家庭へ
の支援にも当たれるようにしてまいります0

修
正
な
し

No. 項目 ページ 意見 市の考え方 備考
1 章

節
４
１

第
第

35 発達障害などに対応できる教師の専門性を確保する。

巡回指導員の拡充も大切だが、担任の専門性を高める

ための研修、採用等数値目標を決めて実施してほしい。

計画にありますように、「｢エリア方式』に基づき、各地

域や校内での研修会を活発化」する等､研修の在り方を検
討し、教職員の資質向上に努めてまいります0

修
正
な
し



｢第5章特別支援教育の周知と理解」に関する意見

い
』

No. 項目 ページ 意見 市の考え方 備考

1 第Ⅱ部

第5章

37 .「特別支援教育の周知と環境整備」または「特別支援教

育の周知・理解と環境整備」 と表記の変更を検討してほ

しい。

･本章の内容は、教育委員会の立場として本市特別支援

教育における周知および環境の整備を推進する視点に立

って記述されている。ついては、上記のように表記の修

正をしたほうが本章の内容を適切に反映できるものと考

える。 ，

･他方、「理解」にも重きを置く場合は、下段の表記への

変更を検討してほしい。

｢第5章特別支援教育の周知・理解と環境整備」と修正

します。
修
正
あ
り

2 部
章
節

Ⅱ
５
１

第
第
第
2

38 ｢(1)校長のリーダーシップの下、教職員には、インク

ルーシブ教育システム構築に向けた特別支援教育の理解

促進を今後も図っていきます｡」と表記の変更を検討して

ほしい。

･文部科学省平成30年2月8日付29初特支第33号文

部科学省初等中等教育局特別支援教育課長、同教育課程

課長、同幼児教育課長発「障害のある幼児児童生徒と障

害のない幼児児童生徒の交流及び共同学習等の推進につ

いて（依頼)」には、障害者理解に係る指導について、左

記のような表現を用いて依頼を発出しているので、本計

画においても国の施策に呼応して本計画へ明記するとと

もに、実際の現場においても取り組みの推進者を明記す

ることで施策の展開を一層後押しすべき。

｢(1)校長のリーダーシップの下、教職員には、インクル

－シブ教育システム構築に向けた特別支援教育の理解椎

進を今後も図っていきます｡」 と修正します。

修
正
あ
り

3 部
章
節

Ⅱ
５
１

第
第
第

'3

38 ｢通常の学級においてユニバーサルデザインの視点を

取り入れた授業を推進する｡」とある。これまでの環境面
I

に重点を置いたユニバーサルデザインはどんどんやって

いただくのはよろしいと思うが、それとは違う概念であ

る「学びのユニバーサルデザイン」の導入を全ての通常

の教室にお願いしたい。 (再）

養護教育センターの専門研修｢学級経営のユニバーサル

デザイン」「授業のユニバーサルデザイン」は、の「授業

UD学会」の理事等を講師としており、最先端の知見を学

べる場としています｡多くの教職員に積極的に受講しても

らえるように周知しております。また、学校への訪問指導

の際にも、話題にしていくようにしています0

修
正
な
し



『

い
画

4 部
章
節

Ⅱ
５
３

第
第
第
2

40 ｢(1)合理的配慮の基礎となる、「基礎的環境整備」を継

続して推進します｡」 と表記の変更を検討してほしい。

･本計画の理念・趣旨を鑑み、言葉を補い、全体をより

意をくむように表現を修正すべき。

･本節の内容については、平成24年度中央教育審議会
初等中等教育分科会で特別委員会が設置され、集中的に

議論され、分かりやすい資料が公開されているので、関

連資料を参照してほしい。

｢(1)合理的配慮の基礎となる「基礎的環境整備」を継続
して推進していきます｡」 と修正します。

修
正
あ
り

5 部
章
節

Ⅱ
５
３

第
第
第
2

40 ｢(2)児童生徒一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等

にきめ細やかに応じた、必要かつ合理的な配慮の提供を

推進します｡」 と表記の変更を検討してほしい。

．特別支援教育においても、合理的配慮は、義務事項に

なりますので、案文の「図っていく」 という表現は弱い

印象である。

･本計画の理念・趣旨を鑑み、言葉を補い、全体をより

意をくむよう、表現を修正すべき。

･本節の内容については、平成24年度中央教育審議会

初等中等教育分科会で特別委員会が設置され、集中的に

議論され、分かりやすい資料が公開されているの、関連

資料を参照してほしい。【再掲】

｢(2)児童生徒一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に

きめ細やかに応じた､必要かつ合理的な配慮の提供をして

いきます｡」 と修正します。

修
正
あ
り

6 部
章
節

Ⅱ
５
３

第
第
第
3

40 ｢・各学校における教職員への合理的配慮の周知・理解
の継続・徹底」 と表記の変更を検討してほしい。

･教職員に対して、周知の徹底のみならず、理解もして
もらえるような表現に変更を。

｢・各学校における教職員への合理的配慮の周知・理解の
継続・徹底」 と修正します。

修
正
あ
り

ワ
イ 部

章
節

Ⅱ
５
３

第
第
第
3

40 ｢・合理的配慮に関する情報(資料や先進的な事例等)の

収集と積極的な情報提供｡」と表記の変更を検討してほし
い。

｡｢資料の収集と必要に応じた情報提供」という案文の表

現は、共生社会の形成に向けた国民全体の共通理解を促
進し、インクルーシブ教育システム構築の機運を高める

ことが求められている中、あまりにも手段を限定し、非

常にネガティブな印象を受けた。

･資料の収集にとどまらず、多様な情報を収集し、積極
的な情報提供に努めてほしい。

｢・合理的配慮に関する情報(資料や先進的な事例等)の収

集と積極的な情報提供｡」 と修正します。

『

修
正
あ
り



｢第6章養護教育センターの機能」に関する意見

い
い

NO. 項目 ページ 意見 市の考え方 備考

1 部
章
節

Ⅱ
６
２

第
第
第

43 言語聴覚士(ST)の配置検討は、必要と思いますが、

併せて「作業療法士」の配置もお願いしたい。

じっとしていられない児童・生徒、書きの困難がある児

童・生徒、距離感が一般と異なるが故に周囲の児童・生

徒とトラブルが起こりがち等、DCDの可能性と視点も

入れないと本当に多動なのかLDなのか自閉傾向なのか

原因がわからない。児童・生徒に無駄に頑張らせる、努

力させるのを避けるため必要である。

養護教育センターの相談の主訴を確認しながら、「作業

療法士」や「理学療法士」についての必要性を検討してま

いります。

｢言語聴覚士等」 と修正します。

修
正
あ
り

2 部
章
節

Ⅱ
６
３

第
第
第

44 ｢授業のユニバーサルデザイン」 と並べて「学びのユニ

バーサルデザイン」 と記述されることを望む。学習につ

まずく前に、つまずかせない学習の提示と選択をさせる

ことが必要だ。

通常学級の先生にこそやっていただきたい。

(再)養護教育センターの専門研修｢学級経営のユニバ

－サルデザイン」「授業のユニバーサルデザイン」は、の

｢授業UD学会」の理事等を講師としており、最先端の

知見を学べる場としています｡多くの教職員に積極的に受

講してもらえるように周知しております。また、学校への

訪問指導の際にも、話題にしていくようにしています。

修
正
な
し

3 部
章
節

Ⅱ
６
５

第
第
第

46 通常学級在籍児に対する特別支援教育指導員の配置に

ついて。この仕組みがどういった手続きで行われている

のかが、ホームページ等では把握できない。関係する保

護者からの話では、保護者が配置を要求し、 3回という

回数制限のある中で利用していると聞いた。指導員の役

割は重要だと思うが、一方で個別的な指導にとどまって

しまうのではないか、各保護者の要望に応えている限り

膨大な人数になるのではないかという懸念がある｡また、

指導員がどういった指導を本人や学校に対して行ってい

るのかが、保護者や関係機関は把握しにくいとも感じて
いる0

一つの案として、訪問型の支援は基本的には学校が必
要性を判断し要請する仕組みにし、指導員は個々の生徒

のサポート的指導ではなく、個々の生徒の行動観察と実
態把握（アセスメント）を中心に担い、それを受けて学

校や学級担任、特別支援コーディネーターへの指導・助

言に徹する方法もあるのでないか、そのような仕組みの

方が特別支援教育全体の底上げにつながるというのでは

ないかと考える。指導員の増員と並行して、仕組みのあ

り方についても検討をお願いしたい。

特別支援教育指導員配置事業の趣旨は､通常の学級に在

籍するADHD児等の障害のある児童生徒の内、学級での

授業や活動に困難な状況にあり、緊急に対応が必要な児童

生徒に対して､学級担任と協力して一人一人の教育的ニー

ズに対応した的確な指導が行えるよう、学校に一定期間、

特別支援教育指導員を配置するとしています。

合わせて、配置の際の学校説明会においては、校内委員

会への参加や特別支援教育コーディネーターとの連携を

図る中で､校内支援体制構築のサポートをするために配置

していると伝えています。

特別支援教育指導員の配置に際しては､配置期間中に学

校訪問相談員が学校訪問を実施し､各学校に児童生徒の支

援方法等についての助言と共に､校内支援体制づくりへの

指導助言も行っています｡特に配置終了後、指導員がいな

くなった後の支援についての助言も行っています。

特別支援教育指導員の配置を希望する場合は､養護教育

センターに相談をしているごとが必要になります｡担当の

指導主事と指導員と学校訪問相談員とが､児童生徒の状況

を多面的に捉えながら、支援をするためです。

修
正
な
し



い
い

｢関係資料」に関する意見

4 第Ⅱ部

章
節

６
５

第
第

46 ｢○スクールメディカルサポーター補助員制度（仮称）

の検討(1)

・日常的に医療的ケアを行っている保護者が付添待機

になった場合、 「スクールメディカルサポーター補

助員（仮称） 」 として特別支援教育における人的配

置の補完的位置づけとして活用することを研究し、

検討する。 」 という項目の追加を検討してほしい。

･昨今の医療的ケアが必要な児童生徒の急増に対応すべ

く、 日常的に医療的ケアを実施している保護者がサポ

ートに回り、医療的ケアを支援する補助員として、主

治医､看護師などの指導のもと、一定の要件を満たし、

かつ希望する場合は、校内の医療的ケアのサポートに

回ることができる制度について、研究・検討すること

を盛り込んでいただきたい。

ご意見につきましては､スクールメディカルサポート事

業推進の中で検討してまいります0

修
正
な
し

5 第Ⅱ部

章
節

６
５

第
第
1

46 ｢○スクールメディカルサポーター事業については、近

年の医療的ケアが必要な児童生徒の増加に伴い、保護者

の付き添いなしに学校で授業が受けることに対するニー

ズが高まり、期待が寄せられる一方、スクールメデイカ

ルサポーターの常駐は、未だに実現できていません。 」

という項目の追加を検討してほしい。

･本項では、現状は列挙されているが、課題の記述がな

いため、左記の項目を追加してほしい。

｢○基礎的環境整備の一つである人材については､平成29

年5月現在、緊急な対応が必要な児童生徒に35名の特別支

援教育指導員を配置しています。また、小学校において常

時介助が必要な児童に特別支援教育介助員を5名、医療的

ケアが必要な児童に看護師を4名派遣しています。必要と

される児童生徒数に対して不足していたり、教育的ニーズ

に対応しきれていなかったりする現状があります。」と修

正します。

修
正
あ
り

Nb. 項目
Q ,●

≠、ﾚｰﾐ〆 意見 市の考え方 備考
1 関係

資料

50 千葉市発達障害支援連絡協議会には現在養護教育セン

ターが参加されていますが、教育委員会は参加しないの
か。

｢養護教育センター」は、教育委員会所管となっており

ます°教育委員会代表として、参加しています。「養護教
育センター」は子育てアシスト等の事業にも協力してお

り、情報は共有されています0

修
正
な
し



その他

凹
切

、

2 関係

資料

50 ･グラフには全て単位を付記してほしい。

･白黒印刷をしても見やすいよう、原則、色分けでのグ

ラフ区分はせずに塗りつぶしはパターンを使用し、各

棒線は枠囲いしてほししv。

･半角数字、全角数字が入り混じっている。平灰を整え
てほしい･

･グラフの書体を整えてほしい。

･本基本計画策定後は、教育関係者のみならず、多くの

市民、障害者およびその家族が目にするため、どうか分
かりやすく編集をお願いしたい。

｡また、和暦・西暦は、可能な限り併記したほうが良い

のではないかと思慮する。

グラフ等を修正し、わかりやすくなるよう努めます。 修
正
あ
り

NO. 項目
｡ ，や

/、､一ン 意見 市の考え方 備考
1 その他 【各論部の補記・修文】

･平成30年6月20日付､文部科学省初等中等教育局長発｢学

校における医療的ケアの実施に関する検討会議の中間ま

とめについて（通知）」を参照のうえ、本市の取組み現

状および課題について、補記・修文ができる箇所がない

か、再精査のうえ、反映・修文をお願いしたい。

.なお再精査にあたっては、障害福祉部局担当者との連

携・確認をしていただきたい。

修正した推進基本計画につきましては､保健福祉局等に

も確認した上で公表してまいります0



、

26



｢躍履~慶司教宥零員会事務点検・評価について（平成29年度対象）議案第35号関係参考資料
f

蕊鰭篭蕊嘗識蕊議鐡篭聴識灘蕊
■。

…
松尾委員の意見（報告書（案)P92～94)

全体について（緯括的所見）

。第2次千葉市学校教育推進計画の2年目にあたる平成29年度の各事業の取り組み状況は、事業の特性に応じて円
滑に実施されており、概ね良好な成果を得ていると評価することができる。

、各アクションプランの進捗状況に対する自己評価では、今後の取り組みについてより具体的に検討し、次年度へと
効率よくつなげられるようにすることが重要であろう。

、成果指標とアクションプランの対応づけをすることで、改善点への今後の対策が確実に結び付けられ、わかりやす
くなると考えられる。

・・各施策において、平成29年度の結果で望ましくない傾向が見られる指標や事業については原因の究明を行うとと

もに、短期間での推移では必ずしもその傾向を読み取ることは適切とは言えないため、状況を正確に把握しつつ、
． 改善のための最善の方漿を取れる体制を整える必要がある。

・時代の流れの中で、急激に変わること、変わらないことを見出し、それに適切に対応すべく、事業全体を見通して｜

改革すべき点を洗い出し、それを推進していくことが並要である。

市独自の学級握制や教職員の配置について

、少人数学級や少人数指導等において､学校の裁量に任されることで弾力的な運用が可能となり、各学校の特性に合I
・ わせた活用ができるようになったことが高く評価できる。

・スクールカウンセラーの配歴について､気軽に学校で専門家に相談できる取組みとして高く評価できる。担任との：
連携が取れることで子どもの状況への適切な対応が可能となることから、スクールカウンセラーの増員を行うこと ：
は重要な課題である。

オリンピック・パラリンピック教育の推進について

・各教科との連挑を考えて、小学校及び中学校の授業が工夫されている。

（人との接し方、礼儀・挨拶などの道徳的内容の学習、食育に関わる世界の食に注目した総合的な学習など）

・2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催機運を盛り上げるだけに止まらず、健康救育を始め、多様性理 i
解や国際理解教育等を推進し、教科横断的に関連教育を進めている点が評価できる。

・本事業に関する教育の成果を明らかにすることも同時に必要であることから、事業実施のみならず､成果の示し方：
の検討を行うことも敢専であろう． ：

1 対象年度 平成29年度

2法令上の根拠 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条

3評価方法 教育委員会の権限に属する事項について、教育委員会が自らの事務の適切な執行について確認する
とともに、点検・評価を行うに当たり、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図っている。

※評価委員学校教育分野：松尾七重（まつおななえ）氏

千葉大学教育学部教授（教育学部副学部長） 専門：算数・数学教育学
生涯学習分野：岩崎久美子（いわさき くみこ）氏

放送大学教授（前国立教育政策研究所総括研究官） 専門：生涯学習政策
4重点的に評価する事業等［平成29年度の新規・拡充事業］※（ ）は評価委員が視察・現地ヒアリング
(1)市独自の学級編制や教職員の配伍（千葉市立小中台小学校）

（2）オリンピック・パラリンピック教育の推進（千葉市立都小学校）
（3）加曽利貝塚博物館の稲極的な活用（加曽利貝塚博物館）
（4）千葉市科学館の管理運営（千葉市科学館）

蕊灘
一ケ

灘羅鐘謹蕊鐵蒸議価
蕊ざ麓可

学校教育分野については、平成28年3月に策定した「第2次千葉市学校教育推進計画(H28年度～H33年度)」に基づ
き、生涯学習分野については、同じく平成28年3月に策定した「第5次千葉市生涯学習推進計画(H28年度～H33年度)」
に基づき各施策を実施し、毎年度進捗状況を評価している。平成29年度は本計画の2年目であることから、前年度から
の班業の継続状況を踏まえた評価を行った。また、本計画は中間年度での見直しをすることとしており、平成30年度に
見直しを行うことから、計画の見直しを見据えた評価も行った。なお、「事務点検・評価」では、学校教育分野及び生涯学
習分野全体の評価に加え、平成29年度の新規・拡充事業のうち4つの事業について亜点的な評価を行った。評価の詳細
は「事務点検・評価報告書」（含進捗状況点検）に記減している（ホームページに後日掲載)。

1 全体の評価について
j■

学■

（1）成果指標 ※別紙1－1 （学校教育分野)、別紙2－1 （生涯学習分野）を参照

学校教育分野では53項目のうち10項目で、生涯学習分野については10項目のうち4項目で平成29年度末現状値
が平成30年度末目標値（中間目標）以上となっている（達成状況「。｣)。一方で、学校教育分野では27項目が、生涯
学習分野では3項目が計画策定時の平成27年度末現状値を下回っている（達成状況「×｣）現状である。いずれの分野に
おいても、平成27年度末現状値を下回っているものについては、関連するアクションプランを推進し、中間目標値を達
成できるよう努めていく。

なお、成果指標の数値データの出典などの関係で、現状値が未定なため達成状況が確認できないもの（達成状況「－｣）
が、学校教育分野で6項目、生涯学習分野で2項目ある。 こちらについては、計画の見直しのなかで、成果指標の数値デ
ータの収築手段等について検討していく。

f‘且

…碇？…f…錘

冒員の意見（報告書（案) P95～96:

について（総括的所見）

少年における生涯学習の推進について

くなど、子どもの声を市政やまちづく

人における生涯学習の推進について、

槻による就活支援訓座など、就労を望

蛉者における生涯学習の推進について

､社会福祉協議会やいきいきプラザ等

院きや様々な支援を同一の場所で可能

入れることは有効であり、花見川区役

来た際に学習活動にも近づく機会を提

8割の市民が生涯学習に関心を持って

諦
垂
辞

十とも敵会からの促茶を十ともたちのワークショッブで検討し実現して

りに反映できる仕組みがあり評価できる。

E涯学習センターにおける千葉公共職業安定所（ハローヮーク千葉）とα

ひ市民にとって適切な識座が展開されている。

ま、生涯現役応援センターとの連挽や、公民館や生涯学習センターの淵座

での罰座との有機的な繋がりが求められる。

とするワン・ストップ・サービスに、生涯学習活動に関わるサービスを細

肝内に、みずほハスの花図番館を隣接させていることは、区役所に手続き
共する先駆的な施策である。

》るという事実に対しては、そのニーズに応じた事業の企画・提供に専心

2地域に還元できる具体的なメニューの提示も大事である。関心を持たな
】理由を明らかにし、その状況や必要に応じて学習活動への支栂が行き届

（2）アクションプラン（個別具体車業） ※別紙1－2 （学校教育分野)、別紙2－2 （生涯学習分野）を壱

学校教育分野においては、全体の93％にあたる74の個別具体事業が概ね計画通り順調に進捗している一方で、 6つ

の事業においては計画に対して進捗状況の遅れが生じている。生涯学習分野においては、全体の82％にあたる46の個
別具体醜業が概ね計画通り順調に進捗している一方で、 7つの事業においては計画に対して進捗状況の遅れが生じ、 3つ

の耶業については平成29年度末時点で邪業を休止している。いずれの分野においても、順調に進捗している事業につい

ては、中間目標及び最終目標を達成できるよう引き続き各事業の推進に努め、遅れが生じている事業や休止している事業
については、計画の見直しのなかで今後の事業の進め方等について検討していく。

■
■

■
■

■
８
０
色
、

。

2重点的に評価する事業等について

（1）市独自の学級瑁制や教職員の配置 （報告密P44･45)

県費負担教職員の給与負担などの委譲に伴い、各学校の実情に応じて、少人数学級の拡大や少人数指導の活用、柔
軟な教職員の配匿などを実施したことにより、児童生徒一人ひとりに目が配りやすくなり、よりきめ細かな対応が可
能となった。

（2）オリンピック・パラリンピック教育の推進 （報告書P12･13, P17･ 18， P26． 27、 P30. 31)
パラスポーッの体験に加え、道徳等の各教科との連携を取り入れた授業の実施や、食育と関連づけた学校給食での

オリンピック・パラリンピック応援メニューの実施により、大会への関心を高めるだけでなく、多様性の理解や国際
理解教育の推進にもつなげることができた。

（3）加曽利貝塚博物館の積極的な活用 （報告沓P73･74)

加曽利貝塚は平成29年lO月13日付けで国の特別史跡に指定された。繩文時代の理解を深める醐座、展示解脱
及び築客イベントなどを稲極的に実施したことにより、平成29年度のIW物館入館者数は7万人を超え、加曽利貝塚
の価値と魅力を多くの人に伝えることができた。

（4）千葉市科学館の管理運営 （報告醤P75･76， P77. 80)
千葉市科学館ではⅢ館当初の平成1 9年度より指定管理者制度を導入している。指定管理者のノウハウを活用する

ゞとにより榊なﾆｰズへの対応や魅力…業が実施で嘗ている｡また千葉市科学ﾌｪｽﾀの閥脳や繍極的なト広糀を統けてきたことで、「科学郁市ちば」の認知度、科学館の来雌者数は畑加している。

f

J

Z

い約2割の届に対してII

くような配虚が必要と

ｳﾛ曽利貝塚博物館の積極E

･職員の意欲や熱意によ上

拡充により、入館者及Z

ボランティアの充実な2
・観光資源としてのみな産

士J向j制1－ジbUL

定期イベントのコンテンツの充実や発掘体験‘

噂座等の参加人数が大幅に増加している。今後｝

う考慮されたい。

F，加曽利貝塚の学術的価値や教育資源として、

の新規班菜C

勝体制や旅：

■

託車場の確供

曜而科字醒の管理連宮について

斗学的な関心を喚起するために、館内の識座や企画展の他、ワークシニ
ニとが高く評価できる。

旨定管理者が入館者数の地加のみに終始せず、市民が喜ぶ企画展などc

ま、科学という最先端の内容を市民に提供する最前線にいる者の使命i

旨ﾘ用者満足度の向上や付加価値の商いコンテンツの実施により、「科学
周心葬噸紀・尭思Lろろ上る‐ 古員1F誤力寡折れ医淘ナ首い

、リーチ沽皿

Eの時間を叩

言える。

:すスホ犀f、
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教育委員会事務点検･評価成果指標(抜粋版）【学校教育分野】

[亙｢。｣gH29年度末現状値がH30年度末目棉値(中間目標)以上となっているもの【10指標】

｢x」gH29年度末現状値がH27年度末現状値未満となっているもの【27指標】． ．

｢一｣gH29年度末現状値が未定のもの【6指標】

【施策1－1】

報告書(案）

P6－7

【施策1－2】

報告書(案）

P10－11

【施策2－1】

報告書(案）

P15－16

い
①

【施策2－2

報告書(案）
P19-20

１
Ｊ

【施策3－1】

報告書(案）
P24-25

【施策3－2】

報告書(案）
P28-29

凸 ■ ､

No.
･ LF響・ ”jき=f､￥

指標
竺季芦一 一二壷.寺

項目
.-:H27末戦

(現状値）

Y4tfH28末蕊

(現状値）

-ざH30末發

(中間目標）

姥H33末と

(最終目標）

rH29*:
(現状値）

1－､←達成~最…

状況

恥.．j'･一応豊_罰9，蚕; ~ ， 里.､.Jも.グテ． , f ・；‘』21-.F- .‐･-．牙・ 号 ざｰ憩苣･LF－言冒今,吟鈩 二壱一 皇 昌一: .-ｴ ｰご

達成状況の理由と今後の取組み

1

学校の勉強

が好きだと思

う児童生徒の

副 合

小3
86．8％

(26年度末）
87息0％ 87-0％ 88.0％ 86.3％

小5
77.3％

『76延暦主）
77．3％ 78.0％ 80.0％ 76.9％

千葉市学

×

×

7状況調査

bずかであるが数値の減少が見られる｡勉強が｢好き｣になるように、
学習指導の中で､牧師が肥めたり、ほめたりする堪面を増やすととも
こ-個に応じた支援を行い､児童生徒が主体的に取り組む授業を目
旨していく。

2

全国学力･学
習状況鯛査

における全国

平均正答率と

の比較

小6 ＋1.8 0 +2.0 ＋2.5

中3 +1.9 ＋1.0 +2-0 ＋2.5

全

+1.0

0

学力・学

×

×

§状況調査

攻値の減少がみられる。昨年度まで､各学校で鯛査結果の活用が十
ケに行われていなかったことが原因と考えられる。各学校で自校の課

囿を把握し､その改善に向けて｢学力向上アクションプラン｣を作成し、
号め細かな指導､経り返し学習により基礎基本の定着を目指してい
B⑨

百ﾕTF P－
Q画岳

No.
｡』･弓匙弄寸=_ を率宮子君

指標
涛医ヨー ､式-ざ幸二F1

項目
H27末衷

(現状値）

､§;LH28末『『垂

-（現状値）

W30末響

中間目標）

FH33末戸』
↑(最終目標〕

rH29末:､、

.(現状値）

-達成,峰匡

状況

､
.ﾏb･一, 』多『→ 画令差省尹弓 一一 一 一 司会 雷' 罰 胃 ,‐－ F 1

・ 達成状況の理I
L写 一 '一 里-尾一‐守弔ﾃｰ ﾑ 奮一遥孑▽

1ど今後の取組み‐
－ユミ!

3

自分の考え

や意見を発

表することが

得意な児宜

生徒の割 合

小6

中3

49-0％

52-5％

48.2％

50.8％

51.0％

54.0％

53．0％

55．0％

全I

48.2％

51.0％

学力・学』

×

×

P状況調杏

n年比で､H28は数値が下回っていたが､H29は同率若しくは微増と
｡復傾向にある｡今後も引き続き､安心できる学級集団づくりやわか
る授業づくりに取り組んでいく｡特に､児童生徒が自分の意見を発表
＝やすいように､少人数グループでの8舌し合い活動を多く取り入れて
,、<。

4

中学校卒菜

段階で実用

英19技能検

定3級相当以

上の生徒の
割 合

中3 50.0％ 46．6％ 55.0％

引

60.0％

》
’
『
’

↓7.2％

一
》

×
n年比で､H28は数値が下回っていたが､H29は回復傾向にある｡今
愛も、中学校の教員が小学校外国昭活動を参観し､小中連携を一層
佳進するとともに
四毛垰佳へ垂e責

､教員の指導力向上に向けての研修を充実させるこ
÷古L÷画 一ロ L"

NC
吋七

D雨
-Ⅱ』 匙会再認

指標
唾･Z草一 一 一ざZ，

項目
．H27末．

(現状値）

-富寸H28末､､皇

(現状値）

\H30末急『

(中間目標)

~-ZH33末,f

(最終目標） |謡
七0 q ･

= 4 4 卜 b ‘ 占 二 ．： ‐ 、

達成状況の理由と今後の取組み

５

人の気持ち

がわかる人

間になりたい

と強く思う児
宜生徒の割

合

小6

中3

70.7％

75.7％

75.0％

80.0％

80.0％

85.0％

全

‐｜‐
‐ ｜ ‐

率ｦﾗｰﾃ華酉釈雨訶舂

標としている項目が､鯛査項目から除外されたため現状値が把握
きない。

画の見直しのなかで､成果指標の数値データの収集手段等につい
検討していく。

6

人の役に立

つ人間になり

たいと強く思
う児童生徒の

割 合

小6

中3

71.1％ 70.8％

72.4％ 67.1％

75.0％

75.0％

80.0％

80.0％

全’

67.5％｜ ×
654％ ｜ ×

字力・学習状況調沓

改値が年々減少している｡学校での縦割り活動の推進､地域行事へ
D積極的な参加の呼びかけ､まちづくり推進車業のより一層の充実
串により、児童生徒に他者から阻められる体験を多く持たせていく。

７

醗書習慣の

ある児璽生徒
の割 合

中2
46.7％

(26年度末）
44-4％ 49.0％ 52.5％ 44.5％ ’ ×

干墾市学力状堺調

n年比で､H28は数値が下回っていたが､H29は回復傾向にある｡銃
罫環境の整備､醗害だよりを活用した意侭の啓発一学校図書館指導
罰対象の研修会を通した児童生徒の暁喜意欲を喚起する活動の工
畠などにより醗書活動の推進を図っていく。

好逹-節

改No.．
弄
宇

～一ガヰ

指標
背 千

，三 蓬漬自零 ffH27末幸
(現状値）

螺H28

．‘(現状値),-．

隼円30末零
t 3国｡．~ # , - --

(中間目標）

末塁
標）

\H29禾欝
(現状値）

【芦達成弓，星

状況
？＝戸":§~鐵諏諦鐘錐苓穫あ甑繊＝幸零宇雫＝

8

将来の夢や

目標を持って

いる児童生徒

の割 合

小6

中3

87.3％

71.3％

85-9％

69.3％

88.0％

75.0％

90．0％

78.0％

全’

85.4％

68.9％

学力・学

×

×

Y状況調杏

将来､留学したり国際的な仕車につきたいか｣への肯定的な回答は
全国より7.6ポイント高いが他の項目については数値が下がっている。
キャリア教育の必要性を愈臓した指導が必要である｡教職員の急職
句上に向け､キャリア教育主任研怯会の充実や､総合的な学習の時
岡の部会等での具体的な取組例提示を行っていく。

9

髄しいことで

も､失敗を恐

れないで挑戦

している児童

生徒の割 合

小6

中3

74.8％

70.2％

75.1％

69.5％

76-0％

71.0％

77.0％

73.0％

全

74．4％

71.0％

学力・学習』状

×

◎

況調否

1,6はH27より若干数値が減少している。児童同士が浬め合える雰囲
託づくりを進めるとともに､児迩の実態を踏まえて般定した挑戦に対し
E励まし､埋めながら指導していく。中3については､継続して見守っ
Eいく。

10

地域や社会

をよくするた

めに､何をす

べきかをかん
がえることが

ある児寅牛桂
の割 合

小6 46.1％ 47．0％ 48.0％

中3 32.3％ 33.0％ 35.0％

全’

42-7％

30．4％

学力‘学

×

×

？状況調査

関係団体とも連携を回りながら、子どもたちが､地域コミュニティの一
員として､運動会や地域の祭りなどのイベントに積極的に参加し、地
戎住民との交流･対鰭の堀を多く股定することなどにより､学校生活
全体を通して､発達段階に応じて自分の役割を考えて行動する意織
D醜成に努める。

KH28年度は､指標としている項目が鯛査項目から除外されたため現
犬値が把握できていない。

｡？'口 舎己

' 'MT
;た~二迂勺, 母一京堅壽空司蕊

.Z籠祷:…
覺澪

費目錘 尋H27末轆
喝

(現状値）

潔､H28末狩

(現状値）

執H30末零
F

（中間目標）

龍H33末Yみ

(最終目標）

･胃H29末

(現状値）

"‐達成．､。

状況

6 J b弓 ■ 一 ． ~ - 七 ・ ′; ， ｡ ､ ” , ‘ -1 『 －－f 魁 ， 澤萄･〆 菖手甦L－－L

達成状況の理由と今後の取組み
ニエ

1 1
朝食を必ず食

ぺる現窟年

徒の割合

小 90.8％ 89.6％ 98．0％

可

100.0％

栗市教育i

90.1％

貝会保健1

×

１ 冒課調べ

127末現状値を下回っているものの、H28末現状値I士卜回っているこ
上から、今後の推移を見守るとともに．学校の実態に合わせた朝食指
皐について計画的に取り組み､児童生徒だけでなく､保護者の関心も
奇め､朝食喫食率を高めていく。

Fr 冒楕穗津
-起一も 夢Et- ･＝ 霊

、 、~項目．
iyJH27*:.2

(現状値）

Z等H28末ﾆｰ星

(現状値）

蟻H30末蕊
壽= 二・

（中間目標）

そ賃H33*3'

(最終目標）

や!H29末'舂〆

(現状値）

- 罫達成一 ，

状況

４ こ -寺=･ ｰ～ 赴・ 。 ~‘ ﾔ ﾛ ｰ ﾏ ･ ･ ひF = 二間 －句. . ~萬唱 ヨー ー

達成状況の理由と今後の取組み

13

全国体力･運

動能力、運動

習憤等鋼査
において､各

学年･男女
別･粗目で全

国平均を上

回る割 合

小男子

小女子

中男子

中女子

81.2％

93-7％

58.3％

58.3％

70.8％

91.7％

37-5％

75．0％

91-6％

97-9％

66.6％

79-1％

全国f

95.8％

100.0%

75.0％

87.5％

力・運動1

75．0％

75.0％

87-5％

100.0％

力、皿ﾖﾘI

×

×

◎

◎

ｿ個等調杏

j,学校男女共に｢握力｣と｢ソフトボール投げ｣で全国平均を下回った
ものの、その他6種目で全国平均を上回った。中学校女子は、8種目
すべてで全国平均を上回ることができた。中学校男子は_握力で全国
平均を下回ったものの、その他7種目で全国平均を上回ることができ
と｡今後は数値の減少の理由を検肘するとともに､体育･保健体育学
習や学校行事､運動部活動を含めた敏育活動全体を通じて､学校体
笥の充実を図り､体力の向上を目指す。

14
動時間が60

分以上の盲リ

合

_小5男子 94-6％ 94.6％ 95.6％

中2男子 91．6％ 92.7％ 92．0％

中2女子 80.5％ 80.6％ 81.7％

全国側

96.7％

92.7％

84.5％

力・連動1

93.8％

93.0％

82.5％

0"J,些塑』

×

◎

◎

目止4可』呼引三

127末､H28末現状値からの減少が僅かであることから、今後の推移
畠見守るとともに､教育活動全体を通じて､学校体育の充実を図り‐
重動が好きな子どもの育成を図る°



【施策4－1】

報告書(案）
P32-33

【施策4－2】

報告書(案）
P36

【施策5－1】

報告書(案）
P39-40

【施策5－2】

報告書(案）
P43

【施策6－1】

報告書(案）
P46-47

【施策6－2

報告書(案）
P51－52

可
．

四
○

【施策6－3】

報告書(案）
P55-56

【施策7－1

報告書(案）
P59-60

】

」
０

一
Ｎ 指標、

子q 里 ■= 卦

・項目
H27末

(現伏値）

筆fH28末冒可；

.‘（現状値)‐．

E.H30末琴
(中間目標）

.iH33末

(還終,目標）

'H29*･

当(現状値）

達成

状況
達成状況の理由と今後め取組み

､■ B b

15

学校での子ど

もの安全が守

られていると

悪じている市

民の割合

61-7％

(26年度末）

63-0％

(29年度末）

市E

65.0％

1万人の 高つく、 アンケート

市民1万人のまちづくりアンケート｣の見直しに伴いアンケート未実施
Dため､H29末現状値が把握できない。

汁画の見直しのなかで､成果指標の数値データの収集手段等につい
亡検討していく。

16

学校セーフ

ティウォッ

チヤーの登録

者数

26,855人
（26年度末）

26,469人 30,000人 30.000人

千葉市！

25,800人 ×

青委員会学事課調べ

児童生徒数の減少や地域の方の高齢化により登録者が減少する学
交が増えている。

呆瞳者会等への働きかけを強化するとともに､地域との連携を深め、
也域全体で見守る意職を高めていく。

《
八
匹

１
Ｍ
侭

§

指槙
ずょ F Jf

毎面 少D 可

項目
､H27末

(現状値）

H28末

(現状値） ‘
"H30末一

(中間目標）

H33末、

(最轄目標）

H29末

(現状値）

・達成

状況

■ ■■ 卜

達成状況の理由と今後の取組み
聖司 ■ 4 ■q b① 0

17

こどもが､学校

でいきいきと学

び､心身ともに

鐘やかに成長

していると感じ

る市民の割 合

77．4％

(26年度末）

78.0％

(29年度末）
80.0％

市民1万人の ちづくりアンケート

市民1万人のまちづくりアンケート｣の見直しに伴いアンケート未実施
､ため､H29末現状値が把握できない。
l+画の見直しのなかで､成果指標の致値データの収集手段等につい
て検肘していく。

Nd
､鼻 ヂー凸 ~

や

指標一 項目
H27末

(現状値）

H28末

(現状値）

H30末

(中間目標）

H33末
(最終目標）

H29末

(現状値）

達成

状況

7 F

｡ . ：達成状況の理由と今後の取組み‐ ′

18

学校の勉強

がよくわかる

I県宙喰徒の
割合

小3
90.6％

(26年度末）
90.6％ 91.0％ 92.0％ 90．4％

千葉市学

×

1状況調査

苫干の数値の減少が見られるが､「わかる授業｣の実現へ向け､これ
婁で以上に授菜の工夫･改善を行うとともIこ指導力の向上を図ってい

（｡特に千葉市学校教育の課題｢21世紀を拓く｣の活用を推進し､各
攻科等において課題解決に向けた指導及び実践を行う。

腿、
写＝

丑 マ現L 岨､. 唖E Xﾅ守

:.;弓指標印

b牢

″用
』1 ﾔ ー ロ ムローー

｡｡‐項目
H27末

-(現状値）

H28末

(現状値）

-H30末.農

(中間目標）

､H33末
(最終目標）

H29末

(現状値）

達成

状況

h L－ 妃 F

’ ‐達成状況の理由と今後の取組み
F b j

19

樺々な取組み

が.子どもと向

き合う時間の

確保に有効で

あったと感じる

敏貝の割 合

70．8％

(26年度末

参零個

74.7％ 85.0％

訓

95.0％

葉市教育』

68.5％

;員会教育

×

a員課調べ

孜値の減少の理由は､これまでの取組みが定着したことにより、前年
受までと比較して､大きな変化を感じた教員が減少した結果と考えら
h,る。引き続き､学校現場における菜務改善のための様々な取組み
を推進する。

f･宝

.:rNq
－管，，造 、， 詞篭

'指標鳥：
_ 争 圭 叫』

一､卜 全盲 ÷。

項目．
､H27末毎‐

(現状値）

･ffH28末露
1 . . .■

ず(現状値)＆‐

淫H30末-号

（中間目標）

令弓~H33末

(最終目標）

H29末

(現状値）

達成、

状況

ﾐ､ P ･一幸 . -F 可 苛 夢 、 四"ﾏ, ､, - ､ ､ - ~ 胃. 』 四 口

i･' 署 舌達成状況の理由と今後の取組み: －． ‐
F “ ‐‐ “ 品三・ .-.-.-K 一 _蕪 一 ・ 、 二一． ．"､ , ‘ ．－重_送 昔〃 ､二一ｺこ

20

小･中学校に

おける特別支

援学級の個別

の敬育支援計
画作成の割合

39.1％ 84．4％ 85.0％ 95．0％

千葉市教育I

95.3％

員会教育

◎

E援課調べ

中年度に引き続き､特別支援学級等担当者研修会､特別支援教育
コーディネーター研究協臓会等で呼びかけるとともに､管理臆､教務
這任､養瞳教輸にも呼びかけるようにしたため､個別の教育支援計画
暗策定する学校が増えた。

；瞳 ：､. .
-Nq“

零fj ､含 話'』r:鷺 鳥

. :指標含二、
, ＄ 令 , 1 . ,- 4 尾

鉤

Ｆ

Ｌ

、.季員L, ~シュ

4項目 ．､‘
L: ~

Y[.H27末1

､少(現状値）

卸
・
Ｆ
ｈ
。

":,H28末電

;_#(現淡値)､．
~､H30末萱

(中間目標）

；震.H33末w1．

(最終目標） |;鴬
‘ ~ ﾏ ﾛﾊ ﾗ: r 卓昌 』 r，･さ 』, ' ヒー ､ 可･- q - ‘ .､ 昭一 , ゆゃ 、為 凸 .』 ~

′ .’ ､ §－ 達成状況の理由と今後の取組み
曇 1-鐸…－ご-．痔臣當‘冬畔‘:‘ 露､,罰､帯寸↑",誉 ぎ.‘ﾏ.説二 ・､_目‘面． ､貝 " 二写弓-,．舎民･当- _ 号一 ､壬.‘三 〈

22

学校に行くの
は楽しいと思

う児宙牛徒の
割合

小6

中3

86.4％

81-5％

84.5％

79-6％

88.0％ ．

83.0％

90．0％

85.0％

全’

84.0％ ’ ×

78.9％ ’ ×

学力・学習択況調沓

攻値が年々減少している理由は学習内容の理解との関連が大きいと
号える｡今後､教員の指導力向上やきめ細かな指導の充実を図ると
二もに､児童生徒の自己有用感が高まるような言葉がけや主体的な
教びになるような授菜の工夫を図っていく。

23

今1月寅生徒

数に対する不

豊校隈宙牛

徒の割 合

小

中

0.46％

(26年度末）

2.38％

(26年度末)

0.49％

(27年度末）

(2
､49％

年度末）

0.40％

2.25％

引

0-35％

2.20％

葉市敏育’

’0.52％

(28年度末）
×

2.67％ ×
(28年度末）

員会教育支援課調べ

:登校児童生徒の割合は､年々増加傾向にあることから､未然防
､早期発見､長期的な視野に立ち対応できるよう､専門的な知廊や
かな経験を有する人材の活用を図るとともに､､各学校に対しての指
寡ｲ恩;住寸孟

24 いじめ解消率

小
82.2％

(26年度末) (2
7.9％

年度末）
86.0％

中
80.3％

(26年度末） (2
9.6％

年度末）
84.0％

引

90-0％

87.0％

葉市教育’

’89.2％

(28年度末）
◎

‘2鵬, ’ ◎

頁＝駆月 又醒球銅″、

蚤学校において｢学校いじめ防止基本方針｣に基づいた早期発見･早
開対応の充実が進んでいることや､教職員のいじめ問題に対する意
塁の向上が図られているため。

酉･凸亨~r 苫

Na‐

一宅具Lご 晶雨 一晶可出色竺一

‘ k指標『 . .
票

＝季■ ■虹 一坐
才

』､項目
H27末

(現状値）

誤H28末-‐

(現状値）
,'H30*･\
(中間目損）

声H33末臭

(最終目標）

H29末

(現状値）

達成.．

状況$ "弓穿:達成渓況お理錐今後の取組み:--：
、 ‐ ｡．．－'ロ ー ,, ,壬色 ・． 』 ｡，デー－ ＆． ‘ ．’ 『 ．－ ． ． ， ロ ･． ｰ ‐ － b

25

家で、自分で

8+画を立てて
勉強すること

を全くしてい

ない児査牛

徒の割合

小6 10.3％ 10．7％ 10.0％ 9畠0％

全

10.7％

麺

｜》一

× ､計画的に勉強しない児宜生徒の割合｣が､H27と比較すると僅かな
bくら上がっている｡各学校における家庭学習の推進のために工夫し
と事例を紹介していく。

26

日本昭指導
が必要な帰
国･外国人生

徒で指導を受
けている割合

小
90.5％

(26年度末）
90-8％ 91.0％

中
93．4％

(26年度末）
93.7％ 94.0％

千

92.0％

95－0％

葉市教育I

91.4％

98.5％

凰工司駆月1

．◎

◎

ﾖ尋琢詞″、

琳国人児童生徒指導協力員の派過や日本晤通級指導教室の設置に
上り、日本語指導が必要な児童生徒への支援が図られているため。

Nq
｡ lﾏｰ る･垣 ｱ

指標 項目一
H27末

(現状値）

H28末･弓

(現状値）

H30末壹§

(中間目標）

H33末

(最終目標）

H29末

(現状値）

達成

状況．

･ ﾛ ~ ･ 垂 ざ 』 垂 _

~達成状況の理由と今後の取組み

27

日頃､地域で

こどもへの声

かけや見守り
活動を行って
I,又孟E己m罰

H

13.8％

(26年度末）

19．0％

(29年度末)
20.0％

市民1万人の ちづくり ｱンケート

市民1万人のまちづくりアンケート｣の見直しに伴いアンケート未実施
Dため､H29末現状値が把握できない。

汁画の見直しのなかで､成果指標の数値データの収集手段等につい
て検肘していく。

28

市内の学校

は地域に開

力》れていると
悪じる市民の

割 合

40．0％

(26年度末）

50.0%
(29年度末）

市E

60．0％

1万人の

１

ちづくり ，ンケート

市民1万人のまちづくりアンケート｣の見直しに伴いアンケート未実施
刀ため、H29末現状値が把握できない。

I+画の見直しのなかで､成果指標の数値データの収集手段等につい
て検肘していく。
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【施策1－1】

報告書(案）
P8－9

【施策1－2】

報告書(案）
P12－13

P77、80

【施策4－1】

報告書(案）
P34-35

い

ｰ

【施策4－2】

報告書(案）
P37-38

【施策5－2】

報告書(案）
P44-45

【施策7－1】

報告書(案）
P61－62

P77、81

No.
1, 4 露課 ':可 ,‘よ,溌営

事業名
可，新規5拡充項目胃

継続 一 . ‘
島冨､H27末::､字

(現状値）

' ､H28末彦
(実績）

冒斗{30末巽
(中間目標）

"H33末Z

,(最終目標）

fH29
(実績）

~畠進捗

状況

b÷

進捗状況｢遅れ｣の理由と今後の取組み

6
情報教育
機器の整

備・充実

小学校PC教室の

端末刷新

タブレットPCの整

備

106校

校
校

／
ｊ

《
口
今
ロ

０
０

２
校
４

６

モデル校

40台
敬育センター

40台

106校

校
校

ノ
ノ

ム
ロ
ム
ロ

０
０

２
校
４

６

継統モデル校

40台
教育センター

40台

全校

40台/校
(移動型瑞

末）

モデル校
増設

（6年生1人

1台）

全校

40台/校
(秘勤型蟷

末）

モデル校等
での成果を

踏まえ、見

直し時に設
定

'06校

校
校

ノ
ノ

《
口
今
ロ

加
校
仙

惣就モデル佼,

10台

乳育センター

10台

遅れ

平成32年1月の次期システムの更新に向け

て策定した｢千葉市教育情報ネットワーク整

蒲計画｣のなかで､情報教育機器の整備．

充実の再検討を行ったため｡今後は､次期

ンステム更新に向けて具体的な工程に着手

する。
【平成29年度は､上記の整備計画策定作業

を実施）

No.
首§".§.r､:‘;》鐸鷺辮$.:’’

事業名
寺 逐 や ｡

『新規さ拡充項目？
. ､継続

'=H27*L"
(現状値）

港.邉H28末さ，

(実績）

"H30末零

(中間目標)、

f:~H33末~・
(最終目標）

;WH29末．
､(実績）

￥．進捗

状況

一卜",

進捗状況｢遅れ｣の理由と今後の取組み

7
未来の科
学者育成
プログラム

ジュニア講座受講
者

50人 66人 80人 100人 42人 遅れ

星れ｣の理由としては､募集チラシの配布
《各小学校の5，6年生の学級数分だった

:め､保護者の目に触れにくかったことが考

､られる。来年度は各小学校の5，6年生の
1重数分を配布し､保護者への浬知度を上
,るようにする｡また児童のニーズに沿った

;座を準備するため､保護者アンケートでも
r望があった野外観察を取り入

Eを30年度に千葉市動物公園I
阜息

上
認
ち

た
立

れ
天

'る｡ジュニア講座の受講生が未来の科学
『を目指す意欲を高めるとともに、中･高生

|象の未来の科学者育成プログラムの受
Iにつながるように努める｡また､30年度秋
)講座より、募集を電子申請でも対応する
うにする。

塁;尋

No:
》

一

稚

蒜

Ｇ

マ
》
《
々
口

謹
禾

癖
事

抄 F

蕊新規さ拡充項目蕊

…継続：1 .、 h

"H27末零
(現状値） F~

28末:fヨ
実植)｡_世．

"FH30末鍾

j中間目標)
""H33末饗

(最終目標）

身.霞H29末うぐ

ゼ ー(実績)ゞ‘ 雪

;』\,』身進捗罵

・・状況

堂:､与鍾,.!ま:夢牽彗f等乏‘弓､: 、’‐-.条燭､具龍:.．､､.4,〃 ‐

進捗状況｢遅れ｣の理由と今後の取組み

1

学校施設
の環境整
備(老朽化

対策）

外壁改修

大規模改修

1 1.3％ 1.3％

0.0％ ．

31.3％

3.3％

44.7％

20.4％

26.0％

■‐■。■■■｡p■＝■

1．3％

遅れ

大規模改修について､国費の採択が当初
D想定を下回ったことを受け､事業量の見
亘しを行ったため｡学校施設の老朽化対策
では､著しい劣化等もあり事業費が増加し
ているが､喫緊の課題として捉え､早期改
善を目指していく。

鐙､X諺

No.．
F＝

事葉茗!；.‐羽I碗‐刀AJU掘巨､惑

皐 、 ．継続 : j
震H27宋砕

(現状値）

"H28末藍！
,‘(実績)_ ，

判
中

評

…

零零H33未；

,(最終目標）

3H29
(実績)‘

号晶壱

進捗雲

状況

f ﾆ‘:1‘浄； ･ ﾆ豊亮港凸争 ,~f J ~ ･ 課. ; '
宅q 壷ざ＝ b 韮

進捗状況｢遅れ｣の理由と今後の取組み
吟 =

1

学校施設
の環境整

備(質的整
備）

トイレ改修

音楽室等エアコン整備

一
』 3.4％

小学校0％

中学校50％

特別支扱学佼100％

34.4％

小学校 64．3％

中学校 100％

eq断1奉函冬堕ﾛ､､②’

66. 6％

小学校

中学校

特別支損学上

0％

0％

10％

14.9％

'1,学校 0％

中学校100％

§別支盟学佼100％

遅れ、

ヨ費の採択が当初の想定を下回ったことを
受け､事業量の見直しを行ったため｡学校
迩設の質的整備においては､著しい劣化等
もあり事業費が増加しているが､喫緊の課
垣として捉え､早期改善を目指していく。

No8 事業茗驚
五

口

』

乱

~'､わ1房元~〃』K工と貝員琴

さ､ ･皇.､ゞ ､継続〆､ , ､？
"H27宋蕊

(現状値）
標ド128末薬
一、(実績): 』

"H30末筆
（中間目標)．

"H33末豐員
(最終目標）

:\H29*"
｡ ,.(実績）

舞奉進捗毒

z .．…状況‘ ゞ

譲厘識f惑鑑裁量､一二沙華噌･‘ ､管黙ざ霧"傘､鶴琴講瞳‘謡舎聿、

進捗状況｢遅れ｣の理由と今後の取組み
､；‘, ．: , . ､ , ．§ . . . .. .

3

情報教育
機器の充
実(校務
用）

校務用PCの整備
整備率

84.7％

整備率

84.7％

整備率

96.4％

整備率

100％

竪備率

'4.7％ 。 遅れ

平成32年1月の次期システムの更新に向け
て策定した｢千葉市教育情報ネットワーク整
荷計画｣のなかで､校務用PCの整備の再
黄討を行ったため｡今後は､次期システム
逗新に向けて具体的な工程に着手する。

【平成29年度は､上記の整備計画策定作業
畠実施）

手盈 q LL

No.‘ 寧箪葉富澤！章新規ぞ拡充項目簿

.:継続
\H27末轄

(現状値）
"H28宋萱￥

(実績）

*H30末認
(中間目標）

"H33 4
(最終目標）

WH29末篭：

(実績）

夢進捗”尋

､状況

b 唖 設■ 壷 』 F ＝ J』宇 邑 酉
産‘~弐 二 溌鼻〃" ~ 宮舎~ ~ , 鼬 ,,一声可" み ､ 畠や －

進捗状況｢遅れ｣の理由と今後の取組み
設岾 F

2
放課後子
ども教室

の推進

実施日数

21. 2日/校
(H26）

ニーズ調査

の実施

19.8日/校 30. 0日/校

前半3ヵ年
の取組状況

を踏まえ、

見直し時に

設定

9.8日/校 遅れ

5齢化や共働き世帯の増加により協力員－
5の担い手が不足する中、安全管理やプロ
,ラム開発等での地域への負担が増大し、
§施日数が伸び悩んでいる｡企業等による
tの高い継続プログラムを実施するととも
:､総合コーディネーターによる活動支援を
議し､実施日数の増加を図る･
;た、「(仮称)放課後子どもプラン｣を策定
､今後の事業展開の方向性を示す。



７
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教育委員会事務点検･評価成果指標(抜粋版）【生涯学習分野】

匝○
Ｉ
Ｊ
Ｏ
Ｉ
剴
Ｕ
Ｉ
Ｊ

。
×
一

ｒ
ｒ
ｒ

H29年度末現状値がH30年度末目標値(中間目標)以上となっているもの【4指標】

H29年度末現状値がH27年度末現状値未満となっているもの【3指標】

H29年度末現状値が未定のもの【2指標】

【施策1－1】

報告書(案）
P64-65

厩羅…蕊厩毒犀露函森層賑認厩片l隷凹⑥冗圭傘I

論議
I鍵夢凹ｩ.Q士謝癖I

識謡溌
l軽和ﾖ面丙壬塞I環

溌瀧鴬
畷月面栗誹1厨引【施策1－2】

報告書(案）
P68

【施策2－1】

報告書(案）
P72

い
い

【施策2－2】

報告書(案）
P75-76

【施策3－1】

報告書(案）
P82

【施策3－2】

報告書(案）
P85

【施策3－3】

報告書(案）
P89

爵蟻
一

1

鍵

生涯学習に

関心のある市
民の割合

瀞
一

76.9％

蕊〈現扱卿溺

80.5％

『

妖値
-

5.9％

WEB

説議
一

×

ｱンケート

i媒体による学ぶ場と学ぶための情報提供や､生涯学
ペント開催は継続して実施しているが､平成29年度末
FつたWEBアンケートの割合は､平成28年度末に比ぺ、
Hイント下降した｡各種事菜の実施や､生涯学習に関す
i報提供などにより、生涯学習に関心のある市民の割合
Iえるよう努めていく。

2

生涯学習に

関する傭報が

充実している

と感じる市民

の劃 合

56.4％ 19.3％ 60.0％ 70．0％ 22.0％ ×

WEBアンケート

アンケートの設問項目を平成28年度末より直接的な表現に
庭えたため､平成27年度末の現状値､平成30年度末の中
聞目標値と､一概に比較することはできないが､平成29年
貰末の割合は､平成28年度末に比ぺて2.7ポイント上昇して
,､る。引き続き､様々な樋会･手法を活用して情報を発信し
ていくとともに､効果的な情報発信について検討していく。

鍵溌冒涜
西森F

繕諭鑛’
犀壷雇詞隠|

酸､馥溌E…け冒塞2寺Tl苧

…
義虜篭鐸鑿鐸羅幾窪墨急羅懸錨腰#蕊蕊諒蕊q■■■■■■■■

3

－

市の生涯学

習施設が5年
前よりも利用

しやすくなっ

たと考える市

民の割合

オ

31．5％ 36.0％

且

40.0％

涯学習関‘ 団体アン

－

:＝＝=＝＝＝＝＝＝＝

r－卜調杳

涯学習関係団体アンケートは各目標年度に実施のため、
成29年度は未実施であり、達成状況を確塊できない｡引
暁き、関連するアクションプランを推進する。

4

生涯学習施
殴を年1回以

上利用したこ

とのある市民
の割 合

44.1％ 50.0％ 60.0％ 73.1％

WEB

◎

ｱンケート

.生涯学習施設を年1回以上利用したことのある市民の割
合は｣は､平成27年度末に比べて29.0ポイント上昇した。
市民1万人のまちづくりアンケート｣の質問内容削除によ

ﾉ、平成29年度から｢WEBアンケート｣により鯛査を行ってい
5.改修や修繕を計画的に行うことにより、施設の利用理境
D充実を推進する。

蕊
■■■■■■■■

5

議灘
一

郷土の歴史
や文化財に

愛若を悪じる
市民の割合

蝿》
一
｝

WEBアンケート

国の特別史跡となった加曽利貝塚や千葉市の礎を気づい
=千葉氏などを筆頭に､PRイベントや普及活動を積極的に
ﾃった結果､郷土の歴史や文化財に対する市民の興味･関
>が高まったと考えられる。

鋤
》
一

７

》
－
１
峠
峰
・
；

謹旧祝状1回灘
－

38.6％

WEB

錘

｜
｜
元

55.6％

デー一

43．0％ 50.0％ 56.7％

極的な広報を続けてきたことで､「科学都市ちばJの盟知
が半数以上になった｡千葉市科学フェスタメインイベント
充実や､年間を通して各公民館等で開催されるサテライ
イベントの充実､科学館事業の充実などにより、「科学都
ちば｣の呪知度を維持していく。

灘I蕊

8

灘|；講

市民のポラン

ティア活動・

地域活動へ

の参加状況

綴 黙蕊;|瀦蕊|蕊耀鰯：
Ⅱ

1

繋蕊

16.4％ 21-9％ 23.0％ 30.0％

－

13.5％

WEB

鱸溌

×

ｱンケート

蕊蕊謹嬢襲蕊襲鐵熱蕊懸議蕊

体･グループ活動のリーダーやボランティアの育成､家庭
盲支援事業の実施を引き続き実施しているが､事業に
うては参加者や登録者の伸び悩みが見え､市民のボラン
rア活動･地域活動への参加状況は下降している｡ポラン
rアの活動機会を増やすこと､実施まるイベントの広報P
こ努め､地域における学習活動の活発化を図る･

蕊

9

瀞謙灘

年2回以上学

習成果を地
域に還元する
団体の割 合

識現状恒漉|鯉〈現択､勤綴I燕崩間目糎彌

43.7％ | ‐ ’ 47.0％

劃

|蝿最鋳自滅）

50.0％

皇涯学習関

’
団体アンケート調査

…一睡畢率:蕊薙辮鍵蕊慾…華窒…§認 §撚鰕塁
蒋鍔

昌涯学習関係団体アンケートは各目標年度に実施のため、
z成29年度は未実施であり、達成状況を確配できない。引
r続き、関連するアクションプランを推進する。

鳶

10

蕊鰯#蕊

住民同士で

地域謀題の

解決に取り組

んでいると考
える市民の割
合

爵顧論議’蕊撫驚：強間冒涜師 ;(譲冒蕊 瀧 蕊蒋蕊－

24.3％ 27．0％ 30.0％ 18.9 ◎

WEB~アンケート

琴…漣慰蕊蛎嬢曝議簿穐弾舞惑我湛畢蘓鐸噌.､塞鐇埼蒋:癖,鋸謬競壼窯冒塁麦溌諺塁蕊橇

P成29年度末に行ったWEBアンケートにおいて､住民同士
唇地域課題の解決に取り組んでいると考える市民の割合
ま、平成27年度末に比べて4.6ポイント上昇した｡なお、「市
島1万人のまちづくりアンケート｣の質問内容変更により、平
f29年度から｢WEBアンケート｣により鯛査を行っている｡地
戎が自主的に取り組む学習活動､地域で活動する団体相
孟の連携を支援し､市民の参加･共同による学習活動の推
堂を図る°
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教育委員会事務点検･評価アクシヨンプラン(抜粋版)【生涯学習分野】

｢休止｣:事業を休止し､次年度以降に再び実施する予定のもの【2事業】

【施策1－2】

報告書(案）

P69，71

【施策2－1】

報告書(案）
P73-74

【施策2－2

報告書(案）

P77，80

．

報告書(案）
P77，81

Ｊ
１

し
口

報告書(案）

P78，81

報告書(案）

P78,81

【施策3－1

報告書(案）
P83-84

】

】【施策3－3

報告書(案）
P90－91

早冒誌

No. ，事業名'￥
芽新規旨拡充項目？

‐ 継続 ．
灘H27末:言！

(現状値）
H28*需罰

(実績脂､
鐙H30末認
(中間目槙)！

frH33禾響｛
(最終目視）

‘､HZ9禾・弓：

(実網）

雀，･･進捗．

状況

q､.÷ﾛ ･fq o ･ 炉 F

進捗状況｢休止｣の理由と今後の取組み

6

中央図書

館･生涯学

習センター

等の改修

南部青少年セン

ター･みやこ図書館

白旗分館受水槽

更新工事

実施設計、

工事
工事完了済 休止

詞部青少年センター･みやこ図書館白旗分館
刀受水槽更新工事については、緊急性が低
,､との判断から、改修の実施を先送りとし
トー
一｡
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進捗状況｢休正｣の理由と今後の取組み

2
文化財の

保存-活用

の推進

ゆかりの家･いなげ
の改修

旧検見川無線送信
所の修繕

毘卜防水実

施設計
屋上防水改

修工事完了

外壁等腐食
箇所修繕、

電気設備工

事

屋上防水及

び外壁補修

工事

外壁等腐食
箇所修繕、
愈気設傭工

事完了

屋上防水及

び外壁補修

工事完了

図上防水改

修工事完了
IH28実戦、

19）

休止

休止

ゆかりの家･いなげは､地域有形文化財とし
ての価値を損うことがないよう、緊急性を考
菌しながら適切な補修を行っていく。

日検見川無線送信所は、当該建物を含む区
罰整理地の土地利用等の検討及び計画策
置中の間は､建物の劣化状況を注視しつ

．､現状維持に努める。
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ゞ(最終目欄）

H29末誰i‘
(実績）

鞭･進捗淫
状況
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進捗状況｢遅れ｣の理由と今後の取組み

6

未来の科
学者育成

プログラム
の充実

ジュニア讃座の充
実

実施 拡充 拡充 拡充
実施（受鋼

者数減） 遅れ

遅れ｣の理由としては､募集チラシの配布が
｢小学校の5，6年生の学級数分だったた
)、保眼者の目に触れにくかったことが考え
れる。来年度は各小学校の5，6年生の児

微分を配布し､保瞳者への理知度を上げ
'ようにする｡また､児童のニーズに沿った鴎
Iを準備するため、保眼者アンケートでも希
1があった野外観察を取り入れた新規講座
'30年度に千葉市動物公園にて立ち上げ
｡ジュニア溌座の受購生が未来の科学者

目指す意欲を高めるとともに、中･高生対
kの未来の科学者育成プログラムの受請に
'ながるように努める。また､30年度秋の膿
iより、募菓を廼子申鯖でも対応す-るように
る。

0

8
放課後子

ども教室の

推進
実施日数 21.2日/校

(H26) 19.8日/校 30.0日/校

前半3ヵ年
の取組状況
を踏まえ．

見直し時に
設定

19.8日/校 遅れ

齢化や共働き世代の増加により協力員等
'担い手が不足する中、安全管理やプログ
ム開発等での地域への負担が増大し、実
旧数が伸び悩んでいる｡企菜等による質
I高い経続プログラムを実施するとともに、
:合コーディネーターによる活動支援を継続
､実施日数の増加を図る｡また､ {.(仮称)放
↓後子どもプラン｣を策定し、今後の事業展
|の方向性を示す。

9
子ども跣書

活動の推
進

読書習慣のある児

童生徒の割合(中
学2年生）

％
①

９
２

６
１

４
ｎ
Ｍ

44.4％, 49,0％ 52. 5% 44.5％ 遅れ

慣ほうの醗書ﾉｰﾄ｣の配布時期の前倒しな
､適宜子どもの醗喜活動の推進事業の見
しを行う｡また､職塙体験の受け入れや団
貸出、図書館指導員の研修会への出席な
､学校との連携をさらに強め、中学生の醜
習慣の形成に努める。

11
家庭教育
支援事業

の実施

｢子育てママのお
しやぺりタイム｣の
実施館数

21館

(H26) 22館 28館 28館 22館 遅れ
当該事業の担い手である子育てサポーター

、登録状況や地域の子育て世代のニーズに
芯じ、実施回散や堀所を鯛整していく。
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負HZ9末､鰻”

(実績）
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状況.
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進捗状況｢遅れ｣の理由と今後の取組み

2
ボランティ
アの育成

ちば生涯学習ボラ
ンティアセンター登
録者数

I‘634人

(H26）
1,635人 1, 850人 2,000人 1. 697人 遅れ

斫規の登録がある反面､高齢による登録抹
肖の申硝もあるため、目標値に達していない
犬況である｡ボランティアを紹介するイベント
D実施や､ボランティアコーディネート件数を
曽やすことで､ボランティアの活動機会を増

【bし､ボランティアセンターへの新規登録者
D猛得に努め､高校生･大学生などの若年
胃や現役世代の登録促進を図る･

3

家庭教育
支援事業

の実施(一

部再掲）

家庭教育支援チー
ム数

2チーム

(H26）
2チーム 4チーム 4チーム 2チーム 遅れ

鷺成員の高齢化が進んでいたが､子育て現
受世代の協力者が4人増え､チーム数は昨
手度と同様になっている｡広報PRに努め､参
四者を含めより幅広く参画を働きかけていく。
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進捗状況｢遅れjの理由と今後の取組み

1

多様な主‘

体による学
習活動の
推進

公民館､生涯学習
センターにおいて

多様な主体と連携
して実施した事業
数

103票業

(H26）
114事業 115事業 120事業 109耶業 遅れ

平成29年度の実施卒業数は､平成28年度の
見状値から減少したものの、平成27年度の
見状値からは上昇しているため、引き続き、
IPO法人や高等教育機関、社会教育関係団
本等の多様な主体と連擁した学区集活動を
佳進していく。


